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Ⅰ 公立大学法人長岡造形大学の概要 

 
１ 基本情報 

（１） 法人名 公立大学法人長岡造形大学 

（２） 所在地 新潟県長岡市千秋 4 丁目 197 番地 

（３） 設立根拠法令 地方独立行政法人法 

（４） 設立団体 長岡市 

（５） 資本金 6,169,510,000 円 

（６） 沿革 平成 5 年 12 月 学校法人長岡造形大学設立 
  6 年 4 月 長岡造形大学開学［造形学部  産業デザイン学科／環境デザイン学科］ 
  10 年 4 月 大学院修士課程開設 
  13 年 4 月 大学院博士（後期）課程開設 
  17 年 4 月 造形学部に視覚デザイン学科を開設し 3 学科体制に［産業デザイン学科／視覚デザイン学科／環境デザイン学科］ 
  18 年 4 月 産業デザイン学科をものデザイン学科に改称 
  19 年 4 月 環境デザイン学科を建築・環境デザイン学科に改称 
  21 年 4 月 造形学部に美術・工芸学科を開設し４学科体制に、ものデザイン学科をプロダクトデザイン学科に改称 

［プロダクトデザイン学科／視覚デザイン学科／美術・工芸学科／建築・環境デザイン学科］ 

教職課程を設置 
  

令和  

26 年 4 月 公立大学法人長岡造形大学設立、長岡造形大学設置者変更、学校法人長岡造形大学解散 
 5 年 4 月 造形学部を学科再編し 3 学科体制に［デザイン学科／美術・工芸学科／建築・環境デザイン学科］ 

（７） 目標 
 
 

「造形を通して真の人間的豊かさを探求し、これを社会に還元することのできる創造力を備えた人材を養成する」ことを建学の理念とし、も

って地域社会の生活及び文化の発展と産業の振興に貢献するため、地方独立行政法人法に基づき、大学を設置し、及び管理することを

目的とする。 

（８） 業務 
 
 
 
 
 

① 大学を設置し、これを運営すること 
② 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと 
③ 法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと 
④ 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること 
⑤ 教育研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること 
⑥ 前各号の業務に附帯する業務を行うこと 
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２ 設置する大学の学部構成等

（1）学部等の構成

令和２年度～令和４年度 令和５年度～ (単位：人) 

（2）在学生数 各年度 5 月 1 日時点 (単位：人) 

大学 学部・研究科 学科 入学定員 収容定員 

長岡造形大学 造形学部 プロダクトデザイン学科 35 140 

視覚デザイン学科 110 440 

美術・工芸学科 35 140 

建築・環境デザイン学科 50 200 

（学部計） 230 920 

大学院造形研究科 修士課程 15 30 

博士（後期）課程 3 9 

（大学院計） 18 39 

総計 248 959 

学科 入学定員 収容定員 

デザイン学科 150 600 

美術・工芸学科 30 120 

建築・環境デザイン学科 50 200 

（学部計） 230 920 

修士課程 15 30 

博士（後期）課程 3 9 

（大学院計） 18 39 

総計 248 959 

大学 学部・研究科 学科 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

長岡造形大学 造形学部 プロダクトデザイン学科 159 152 153 120 82 

視覚デザイン学科 489 500 509 393 268 

デザイン学科(令和 5 年度～) 169 342 

美術・工芸学科 159 162 162 165 160 

建築・環境デザイン学科 226 225 231 219 219 

（学部計) 1,033 1,039 1,055 1,066 1,071 

大学院造形研究科 修士課程 27 32 32 31 30 

博士(後期）課程 4 5 8 8 8 

(大学院計) 31 37 40 39 38 

総計 1,064 1,076 1,095 1,105 1,109 
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３ 組織・運営体制

（１） 役員（令和６年３月 31 日時点）

役職 氏名 任期 備考

理事長 佐々木 順子 令和 4(2022)年 4 月 1 日～令和 8(2026)年 3 月 31 日 

副理事長（学長） 馬場 省吾 令和 2(2020)年 4 月 1 日～令和 6(2024)年 3 月 31 日 

副理事長（経営・総務担当） 河村 正美 令和 4(2022)年 4 月 1 日～令和 8(2026)年 3 月 31 日 

理事 大原 興人 令和 4(2022)年 4 月 1 日～令和 8(2026)年 3 月 31 日 長岡商工会議所会頭 

理事 原 和彦 令和 4(2022)年 4 月 1 日～令和 8(2026)年 3 月 31 日 アクシアル リテイリング㈱代表取締役社長 CEO

理事 渡邉 誠介 令和 5(2023)年 4 月 1 日～令和 8(2026)年 3 月 31 日 造形学部長 

監事 高橋 賢一 令和 4(2022)年 7 月 16 日～令和 7(2025)年度の財務諸表承認日 高橋賢一法律事務所・弁護士 

監事 長津 和彦 令和 4(2022)年 7 月 16 日～令和 7(2025)年度の財務諸表承認日 長津公認会計士事務所・公認会計士 

（２） 専任教職員数（各年度５月１日時点） (単位：人) 

大学 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

長岡造形大学 

造形学部 

大学院造形研究科 

教授 23 27 25 25 22 

准教授 18 15 21 25 23 

助教 6 7 4 1 4

助手 0 0 0 0 0

（教員計） 47 49 50 51 49 

事務局 事務職員 32 30 31 32 33 

総計 79 79 81 83 82 
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(３） 審議機関（令和６年３月 31 日時点） 
機関の名称 氏名 任期 備考 

経営審議会   佐々木 順子 令和 4(2022)年 4 月 1 日～令和 8(2026)年 3 月 31 日 経営審議会議長、理事長 

 大原 興人 令和 4(2022)年 4 月 1 日～令和 8(2026)年 3 月 31 日 長岡商工会議所会頭 

 河村 正美 令和 4(2022)年 4 月 1 日～令和 8(2026)年 3 月 31 日 副理事長（経営・総務担当） 

 久島 芳尚 令和 4(2022)年 4 月 1 日～令和 6(2024)年 3 月 31 日 事務局長 

 佐藤 勝弥 令和 4(2022)年 4 月 1 日～令和 6(2024)年 3 月 31 日 ㈱第四北越銀行 前取締役会長 

 高野 真規 令和 4(2022)年 4 月 1 日～令和 6(2024)年 3 月 31 日 たかの社会保険労務士事務所・社会保険労務士 

 馬場 省吾 令和 2(2020)年 4 月 1 日～令和 6(2024)年 3 月 31 日 副理事長（学長） 

 原 和彦 令和 4(2022)年 4 月 1 日～令和 8(2026)年 3 月 31 日 アクシアル リテイリング㈱代表取締役社長 CEO 

 丸山 結香 令和 4(2022)年 4 月 1 日～令和 6(2024)年 3 月 31 日 ㈲MAX・ZEN performance consultants 代表取締役 

 渡邉 誠介 令和 5(2023)年 4 月 1 日～令和 8(2026)年 3 月 31 日 造形学部長 

教育研究審議会 馬場 省吾 令和 2(2020)年 4 月 1 日～令和 6(2024)年 3 月 31 日 教育研究審議会議長、副理事長（学長） 

 桐原 浩 令和 5(2023)年 4 月 1 日～令和 6(2024)年 3 月 31 日 新潟県立近代美術館館長 

 
金澤 孝和 

令和 5(2023)年 4 月 1 日～令和 6(2024)年 3 月 31 日 地域協創センター長、文化振興センター長、附属図

書館長、研究推進部長 

 金澤 俊道 令和 4(2022)年 4 月 1 日～令和 6(2024)年 3 月 31 日 長岡市教育長 

 久島 芳尚 令和 4(2022)年 4 月 1 日～令和 6(2024)年 3 月 31 日 事務局長 

 小松 佳代子  令和 4(2022)年 4 月 1 日～令和 6(2024)年 3 月 31 日 造形研究科長 

 境野 広志 令和 5(2023)年 4 月 1 日～令和 6(2024)年 3 月 31 日 プロダクトデザイン学科長 

 佐藤 淳哉 令和 4(2022)年 4 月 1 日～令和 6(2024)年 3 月 31 日 建築・環境デザイン学科長 

 津村 泰範 令和 5(2023)年 4 月 1 日～令和 6(2024)年 3 月 31 日 入試部長 

 徳久 達彦 令和 5(2023)年 4 月 1 日～令和 6(2024)年 3 月 31 日 視覚デザイン学科長 

 長瀬 公彦 令和 5(2023)年 4 月 1 日～令和 6(2024)年 3 月 31 日 デザイン学科長 

 中村 和宏 令和 4(2022)年 4 月 1 日～令和 6(2024)年 3 月 31 日 美術・工芸学科長 

 長谷川 克義 令和 4(2022)年 4 月 1 日～令和 6(2024)年 3 月 31 日 キャリアデザインセンター長、学生支援部長 

  平山 育男 令和 4(2022)年 4 月 1 日～令和 6(2024)年 3 月 31 日 教務部長 

 渡邉 誠介 令和 5(2023)年 4 月 1 日～令和 8(2026)年 3 月 31 日 造形学部長 
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（４） 組織図 公立大学法人長岡造形大学運営組織図 令和６年３月３１日時点

経営企画室

建築・環境デザイン学科

修学特別支援室

学生支援課

入試広報課

教務課

財務課

地域協創課

造形研究科 地域協創センター

経営審議会

監事 監事 理事 理事 理事

副理事長（学長） 副理事長（経営・総務）

役　員

理事会

長岡造形大学 理事長

施設・業務管理課

美術・工芸学科 博士(後期)課程

教育研究審議会

デザイン学科

造形学部 　文化振興センター キャリアデザインセンター 附属図書館 事務局

総務課

修士課程

構成（15人以内）

・学長

・研究科長

・センター長

・附属図書館長

・研究推進部長

・教務部長

・学生支援部長

・入試部長

・学科長

・事務局長

・学外者で大学に関し広く、かつ、高い識見を有するもの

のうちから、理事長が任命する者

構成（10人以内）

・理事長

・副理事長

・理事長が指名する理事又は職員

・学外者で大学に関し広く、かつ、高い識見

を有するもののうちから、理事長が任命する者
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Ⅱ 中期計画の業務実績評価(見込評価)      

 

１． 全体的な状況 

公立大学法人長岡造形大学は、「造形を通して真の人間的豊かさを探求し、これを社会に還元することのできる創造力を備えた人材を養成し、もって

地域社会の生活及び文化の発展と産業の振興に貢献する」という目的のもと平成 26 年度に公立化し、全国から学生が集まる大学となった。令和２年度

から第２期中期目標期間がスタートし、中期目標を達成するために中期計画の主要な目標を次のとおり設定し、順調に進めてきた。 

＜中期計画の主要な目標＞ 

（1）教育研究組織の見直しとカリキュラムの改編 

・デザインの創造性にテクノロジーの発展性を掛け合わせ、人々の暮らしをより楽しく豊かにすることを目指した新学科の創設等の教育研究組織の

見直し  

・科学技術の進歩や社会のニーズの変化への対応と学生の自主的、自律的な学修、研究、創作活動の活性化を目指したカリキュラムポリシー及びカ

リキュラムの見直し・改編 

・「造形・表現」としてのデザインと「問題発見・解決プロセス」としてのデザインを体系的に学修するための適切な科目構成と授業計画の整備 

（2）地域の課題解決への取り組みと NaDeC 構想の推進 

・NaDeC 構想に基づく、地域の高等教育機関、企業、自治体、金融機関等と連携した、地域の課題解決に取り組む教育・研究、新たな価値の創造に向

けたプロジェクト、社会人対象のデザイン教育の実施 

・長岡市中心市街地に整備される研究拠点を活用した研究・調査等の推進 

（3）施設設備の整備活用と業務改善 

・教育研究組織の見直しに合わせた必要な施設設備の整備と、既存の施設設備の有効活用に向けた全学的な取り組みの実施 

・新たな課題への対応やワークライフバランスの確保に向けた適切な人事配置と既存の業務の徹底的な見直し 

 

第２期中期目標期間の序盤、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大により、令和２年４月 17 日に緊急事態宣言が全国に発出され、本学教育研究の

現場、学生たちの生活そのもの、職員の就業環境等急激な変化への対応に追われた。当時の学生からすれば、オンライン授業での質問しづらさなど様々

な場面で過敏になり、心身の健康を維持することは難しかったと思われるが、学生 1 人 1 人に電話で精神状態を聞くなどのフォローに注力し、学生も

また衛生意識が高かったこともあり、感染者数が急増することはなかった。また、令和２年５月にインターネット環境や機器の準備に伴う金銭的負担

軽減のため、全学生に一律５万円を給付し、授業の再開は５月 11 日であった。 

この数年間で定着した対面とオンラインを組み合わせた授業のハイブリッド化は、新型コロナウイルス感染症が終息しても継続すると思われ、ハイ

ブリッド教育を前提とした質保証の維持は、教職員で知恵を絞り獲得した手法をもって取り組んでいく必要がある。実習・演習は臨場感あるデジタル
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コンテンツ等を活用し、対面と同等もしくはそれ以上の効果的な学修が提供できるようになり、反復学習も可能にした。なお、令和５年度は対面８割、

遠隔２割の授業形態で実施している。 

 

令和２年４月に理事長、学長から示された「教育研究組織の見直しに関する基本方針の策定について」に基づき、学部長をリーダーとする教育研究

組織見直しプロジェクトチームを立ち上げ、時代の変化に対応しつつ常にデザインに対する社会の要請や学修需要に的確に対応していくことが必要不

可欠との視点に立ち、デジタル系学科新設を盛り込んだ。平成 21 年度以来の大きな学科再編である。平成 30 年度以降入学者カリキュラムの検証に基

づき、造形学部の学科構成及び入学定員を決定することのほか、学部のディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）、カリキュラム・ポリシー

（教育課程編成・実施の方針）及びアドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）、この３つのポリシーを踏まえた新しいカリキュラム「令和５年

度以降入学者カリキュラム」（以下、「R５カリ」という。）の編成、広報戦略、専任教員の増員、施設設備の整備を３年間で着実に実行し、令和５年４月

に３学科体制で R５カリをスタートできた。 

 

一方で、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー等の達成度を測るため、開講科目の学修内容とディプロマ・ポリシーで示す能力との関連

性をシラバスに明記するとともに、前期、後期ごとに全開講科目の履修学生による授業評価アンケートを実施し、学修内容の理解度、授業内容満足度

などを評価・点検した。授業評価アンケートの授業内容満足度は、５段階評価のうち満足度の高い 4.5 前後で推移しており、デザイン分野の大学の授

業及び研究活動は受け身では遂行できないことから、学生自身が努力し能力を身につけたという実感も反映されていることが窺える。集計結果は、学

生にフィードバックし、教職員で情報共有したうえで、直接的間接的に授業方法の改善に生かした。これに加え、GPA の集計結果（学年別、学科別、科

目別成績分布）を教務委員会で確認・分析し、教授会で情報共有した。 

学生ポータルサイト「パレット」の機能を活用し、学生が自らの学修の達成度をレーダーチャート等で確認できるようにし、教育目標に掲げる５つ

の能力を視覚的に理解しやすいようにした。令和５年度は大学データ集約システムを導入し、外部の専門機関との協働により教学データを可視化・分

析し、教育成果の検証を行うこととした。 

卒業・修了を控えた学部生及び大学院生に対し、卒業・修了者アンケートを実施した。質問の内容に、平成 30 年度以降入学者カリキュラムの教育目

標に掲げる３つの力（社会人基礎力、構想力、造形力）が身についたか、カリキュラムの編成及び教員の指導体制の満足度など記述式も含めて 10 項目

以上設定し、学生の率直な声を確認した。 

大学教育質保証・評価センターによる認証評価では、内部質保証への取組及び自己点検に関する基礎データを記載した点検評価ポートフォリオの審

査に加えて実地調査（オンライン）を受審し、国の大学評価基準を満たしていると認定された（認定期間：令和５年４月～令和 12 年３月）。なお、デ

ィプロマ・ポリシーを測るという観点から卒業研究などの評価の在り方を組織的に検証することが望ましいとされたことから、卒業研究、特別研究の

達成目標と成績評価基準の見直しを全学的に行った。 

学生の各種受賞状況については、教授会、理事会等で情報共有し、全国レベルの受賞及び活動内容がパブリシティに取り上げられる件数が増加して
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いる。変化や多様性に対応できる知識・技術をそなえ、思いをかたちにし、伝える力の発揮は教育の成果といえる。以上を総合的に考えあわせ“「造形・

表現」としてのデザインと「問題発見・解決プロセス」としてのデザインを探求し、社会が抱える問題の本質を捉え、新たな価値を創り出すことので

きる創造的人材を養成するための教育を行う”との目標は順調に進んでいると判断する。 

大学院においては、平成 30 年度にディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーを策定し、カリキュラムの編成、領

域の再編、大学院専任教員の採用等大改革を行っている。上述の教育研究組織の見直しは学部を対象とするものであるが、基本方針の決定を踏まえ、

大学院においても同様に領域構成の見直し、カリキュラムの見直し等について令和９年度に向けて所要の検討を行う予定である。 

修士課程では、長岡市との共同事業である「イノベーター育成プログラム」を継続して実施し、大学院生と地域おこし協力隊員を両立しての「半学

半域型」で地域の課題解決を図るプログラムに取り組み、大学院で学んだデザインスキルや能力を積極的に活動に生かしている。  

博士（後期）課程と修士課程の履修者を対象に「地域特別プロジェクト演習」(修士課程)、「特別プロジェクト研究演習」[博士(後期)課程]を 4 年連

続して実施した。PBL の特徴をいかした地域連携系科目であり、実践をとおして探究を深める力を育成した。また、卒業・修了研究展では、博士（後期）

課程学生や有志学生の学外会場（新潟県立近代美術館 2F 県民ギャラリー）で作品展を開催し、大学広報につながる成果発表の機会となった。 

博士(後期)課程の入学者数は、第１期中期目標期間の６年間で計３人から、今期令和６年４月までの５年間で計 11 人と増加した。さらに、令和４年

度から２年連続で２人の博士号の学位取得者を輩出した。 

入学者の確保にあたり、新しくデザイン学科を加えた３学科体制及び R５カリの広報活動は、対面での大学説明会及びオープンキャンパスで周知し

たほか、デジタルコンテンツを大いに活用した結果、数値の目標値である志願倍率（一般入学試験）３倍を大きく上回る５倍強を維持している。 

カウンセラー（臨床心理士）、学生支援課及び修学特別支援室による三者合同等のカンファレンスの回数を増やし、個々の学生に合ったかかわり方、

今後のケアなどを意見交換した。教職員が学生支援、障がい学生支援、LGBTQ 等に関する理解を深めるため、ワークショップ型の FD を開催した。さら

に、SOGI（ソジ：性的指向、性自認)に関するガイドラインを策定し、これに基づく合理的配慮による修学環境の改善につなげるため、学生へのアンケ

ートやヒアリングを実施し、学生が安心して充実した生活を送れるよう心身の健康管理への理解を深めている。 

NaDeC 構想による連携では、本学学部長が実行委員長を務めた Matching HUB Nagaoka を開催するなど、大学シーズの紹介や企業のニーズの把握及び

マッチングを行うことで地域課題の解決を目指し取り組んだ。複数年継続したことにより連携が深まり、次への展開が期待できるようになった。令和

４年度は KDDI(株)と包括連携協定を締結し、令和５年度は楽天グループ(株)及び長岡市と連携して長岡未来デザインコンテスト（地域の魅力発信をテ

ーマ）を開催した。令和６年４月に NTT 東日本新潟支店と本学は連携協定を締結し、先端テクノロジーとデザイン・アートの融合による STEAM 教育の

推進と地域の文化・芸術の発展に向け協働していく予定である。他団体等との連携による事業への参加学生が増えており、地域の概念枠を広げ、密接

な連携へと発展している。 
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「豊かな生態系を育む 地域に開かれた杜のキャンパス」をコンセプトとし、学生の交流を促進しつつ、新たな価値創造をも目指す新校舎「第４アト

リエ棟」を建設することを決定し、令和５年度着工、令和６年度に竣工予定である。テクノロジーとデザインの掛け合わせを誘発する教育研究活動の

拠点施設となるもので、令和６年度 R５カリの２年次授業科目の実施がそこでスタートする。 

適正な人事の観点では、Google 等が提供する各種 Web システム、オンラインでの会議等を活用することで、事務の効率化及び合理化は飛躍的に進ん

でおり、ワークライフバランスの意識啓発は継続的に実施できている。 

適正な業務運営と改善のために内部監査及び監事監査を実施し、令和５年度は運営費交付金、授業料等及び入学金検定料収入等に関する会計監査を

実施した。第２期中期目標期間では安定的に入学者を確保しており、学校法人から承継した資金については、短期間の定期預金で流動性を確保しつつ、

令和２年度に取得した地方債による安全確実な運用収入を確保している。 

中期目標期間４年目の終了に伴い、中期計画の実施状況及び実施見込を確認し、大項目の各区分について自己評価を実施した。 

大項目区分 自己評価 評語 

第１ 教育に関する目標を達成するための措置 Ａ 中期計画の実現に向けて良好に進んでいる 

第２ 研究に関する目標を達成するための措置 Ａ 中期計画の実現に向けて良好に進んでいる 

第３ 地域貢献に関する目標を達成するための措置 Ａ 中期計画の実現に向けて良好に進んでいる 

第４ 業務運営等に関する目標を達成するための措置 Ｂ 中期計画の実現に向けて概ね良好に進んでいる 
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２． 大項目（４区分）別評価 

第１ 教育に関する目標を達成するための措置 

 

 

 

中期計画 33 項目において、評価の理由とした取り組みは次のとおりである。 

① 教育の成果、内容に関する目標 

・ 従来の「視覚デザイン」「プロダクトデザイン」領域を統合することで、デザインの領域拡大や融合に柔軟に対応できる「デザイン学科」を新設

し、既存の美術・工芸学科、建築・環境デザイン学科を合わせて３学科体制とした。くわえて R５カリを編成し、令和５年４月順調にスタート

できた。社会の動きや地域のニーズが大きく変化するとき、柔軟かつスピーディに組織を見直し、中期計画の“「造形・表現」としてのデザイン

と「問題発見・解決プロセス」としてのデザインを探求し、社会が抱える問題の本質をとらえ、新たな価値を創り出すことのできる創造的人材

を養成するための教育を行う”ための第一歩となる大きな成果である。 

・ 入学試験においては、当該カリキュラム・ポリシーに基づく求める人物像に沿った形で、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性を

持って多様な人々と共同して学ぶ態度」の学力の 3 要素を評価するための問題作成、評価基準の策定を行い、着実に試験を実施できた。 

・ オンラインによる本学独自の相談会及び説明会並びに、高校、予備校内単独のオンライン相談会を開催するとともに、Web と来場型のオープン

キャンパスで本学の特色のある教育環境を周知した。受験生の立場に立った積極的かつ多様な広報活動を展開でき、志願倍率５倍を確保した。 

・ 大学院修士課程では長岡市と本学の共同事業である「イノベーター育成プログラム」を実施し、制度創設後、初めて修了生を送り出した。同制

度は、2021 年度グッドデザイン賞を受賞した。 

・ 博士（後期）課程と修士課程の履修者を対象に「地域特別プロジェクト演習」(修士課程)、「特別プロジェクト研究演習」[博士(後期)課程]を 4

年連続で実施した。PBL の特徴をいかした地域連携系科目であり、実践の中で探究を深める力を育成した。 

 

② 教育の実施体制に関する目標 

・ R５カリの初年次教育の一つとして、「発想・着想概論」、「発想・着想演習」を開講し、理論と実践を通じてデザイン思考の考え方やスキルを教

授した。 

・ 教育研究体制の充実ときめ細やかな指導体制を実現し、教育研究力の向上を図るため、専門性を生かしつつ、均衡にも配慮し、定年退職者の補

充をベースにカリキュラム及び今後強化すべき分野への増員など、全学的な見地から専任教員の募集と採用を行った。 

・ 令和２年度は年度当初から遠隔授業の早期開始が急務であったため、大学院棟ゼミ室の一部をビデオや書画カメラ等の機材を備えた遠隔配信室

に整備するとともに、円滑な授業運営を行うため遠隔会議システム Zoom や Google Classroom を全学的に導入した。 

Ａ 中期計画の実現に向けて良好に進んでいる 
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・ 授業や制作で使用するアドビクリエイティブクラウド、Zoom、3DCG ソフトウェア等を無料で提供するとともに、ライセンスをクラウド認証に変

更することで、学生が大学外でソフトウェアを使用できるようになり、従来に比べ学修効果の向上が見られた。 

・ 令和５年度からの造形学部の３学科体制及び R５カリ開始に向け、優れたデザインや機能性を持つ什器等を整備するとともに、「豊かな生態系を

育む 地域に開かれた杜のキャンパス」をコンセプトとし、学生の交流を促進しつつ、新たな価値創造をも目指す新校舎を建設することを決定し

た。名称は第４アトリエ棟とし、令和 4 年度に基本計画及び実施設計を完了、令和５年度着工、順調に建設が進んでおり令和６年度竣工予定で

ある。第４アトリエ棟は、新設のデザイン学科のみならず、全学的利用や産学連携利用も視野に入れて、そのコンセプト、用途・機能、規模、

管理運営方法等を検討した。 

・ 既存校舎の教室・備品の再整備も段階的に実施し、フレキシブルに実施できるデザイン思考のワークショップに適した机・椅子の入替、多目的

に使用できる中規模人数を収容する演習室への改修、操作卓の機能を兼ね備えた教卓の整備などを行った。 

・ 自主学習をはじめ多様な利用ニーズに対応するため、図書館空間の再整備を行った。学生アンケート、図書館カウンター学生アルバイトの意見

を取り入れながら、ディスカッション等ができるスペースの設置や個人ブースの増設を行った。 

 

③ 学生への支援に関する目標 

・ 遠隔授業が始まり、学生のインターネット環境や機器の準備に伴う金銭的負担軽減のため、校友会の助成協力を得て修学環境整備支援金として

令和２年５月に全学生一律５万円を給付した。 

・ キャンパスライフをより活性化させるための「ハピキャンコンペ」を継続して実施した。学生目線のアイデアが学内で実現する楽しさを感じて

もらえる企画であり、例として、持ち主のない不要傘を再活用する「にぃどかさ」、学生自身の不要画材を他学生に無料譲渡するアイデア「おさ

がりラック」がある。学生の日常に溶け込んでおり便利に利用されている。 

・ カウンセラー、学生支援課、修学特別支援室合同のカンファレンス実施を通じて情報共有や意見交換を密に行ったことで、学生の心身の健康と

生活上の悩みに対し、個別の状況に応じた支援に繋がった。また、性的指向・性自認に対する学生からの相談対応及び具体的支援を行うため、

SOGI に関するガイドランを策定し、これに基づく学生へのアンケートやヒアリングを実施した。合理的配慮による修学環境の改善につなげてい

る。 

・ 令和４年度から始めたレストランサブスクサービスは、対象をランチだけでなく夕食にも拡大し、学生の食生活を支援した。 

・ 就職・進学等支援では、１年次から４年次まで、学年に応じたガイダンスを実施した。また、業界研究講座、就職活動対策講座では、低学年の

学生の参加も推奨した。 

  毎年度２月に 60 社超えの企業が参加する「キャリア研究フェス」では、２年生３年生を中心に約 300 人の学生が参加する。学内での対面企業

説明会と併せて企業デザイナーによるポートフォリオ指導を継続して実施するとともに、就職内定者によるポートフォリオプレゼン会も取り入

れ、下級生は実際のプレゼン面接をイメージでき好評だった。 
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・ 学生の新潟県内及び長岡市内での就職促進に向け、NIFP（NAGAOKA WORKER INTERN FRAME PROJECT）と連携し、NAGAOKA WORKER の働き方を活用

した長期有償インターンシップに関する学内セミナーを実施し、長岡技術科学大学生、長岡工業高等専門学校生 11 人を含む 33 人の参加があり、

学生同士の刺激と強いつながりが期待できる。 

 

④ 国際化に関する目標 

・ 新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴い、国際交流協定締結校であるトリアー応用科学大学との交換留学のほか、漢陽大学のスプリングス

クールに学生が参加した。 

・ 学生の国際的視野の涵養及び海外活動の思索につなげるため、令和５年度は３事業９人に対し国際交流事業支援奨学金を給付した。また、海外

留学をした学生が自身の経験や留学により得たものを発表する機会を必ず設けることによって、自主的な活動を促す機会を継続して実施した。

留学生に対してはそれぞれ１人のチューターを配置して留学生をサポートする体制を整備できた。 

 

以上の実施状況と次の２種の評価結果を勘案し、「Ａ」評価とした。 

◆長岡市公立大学法人評価委員会 評価結果 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 

Ａ Ａ Ａ 

 

◆公立大学法人長岡造形大学 令和５年度項目別自己評価結果 

【事業単位評価】                            単位：項目の該当数、（ ）内は％ 

 

   項目数 

評価区分 

ｓ a b ｃ ｄ 

事業   45 0(0) 3(0.7) 42(93.3) 0(0) 0(0) 

 

【指標単位評価】 

 評価区分 

年度計画を 

大幅に上回る 

年度計画を 

上回る 

年度計画を 

概ね実施 

年度計画を 

十分に実施せず 

年度計画を 

大幅に下回る 

項目数 達成率 100 超かつ顕 100％超 80％以上 60％以上 60％未満 
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著な成果 100％以下 80％未満 

指標  3 0(0) 2(66.7) 0(0) 1(33.3) 0(0) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13



                                           

 第２ 研究に関する目標を達成するための措置 

 

 

 

中期計画９項目において、評価の理由とした取り組みは次のとおりである。  

① 研究の内容及び水準に関する目標 

・ 地域協創センターを窓口に企業等と連携を進め、受託研究、共同研究を実施し、優れた研究成果を出すことに努めた。地域課題解決に向けた研

究や事業化を支援する大学のシーズを教員や学生とともに積極的に情報発信したことにより、次の研究等につなげることができた。 

・ 燕三条ものづくりメッセ、Matching HUB Nagaoka、Matching HUB北陸に出展し、本学の産学連携の実績や教員のシーズをPRし、出展企業との共

同研究等の掘り起こしに努めた。積極的にシーズをPRし、活動を継続した結果、明らかに連携の強みが見え始めている。 

 

② 研究の成果に関する目標を達成するための措置 

・ 卒業・修了研究展の特設ウェブサイトを新たに制作するとともに、研究成果を同サイトで公開・蓄積するシステムを構築した。一般観覧に代え

て公開を開始した同サイトは新しい形の展覧会として多くの閲覧者があった。また、３年ぶりに一般来場者の入場を受け入れ、令和 4 年度は過

去 10 年では最多の約 4,400 人が来場した。 

・ オンラインを活用したヴァーチャル展の実施と、博士（後期）課程学生や有志学生の学外会場での展示等を実施し、大学広報につながる成果発

表の機会となった。 

・ 令和５年度の学科再編の前に、教員による多様な活動を通して本学の持つ価値を発信するため、初の試みとして教員作品展を展示館で開催した。

令和３年度はプロダクトデザイン、視覚デザイン及びテクノロジー×
クロス

デザインの各領域の教員研究成果を展示し、令和４年度は美術・工芸学科

及び建築・環境デザイン学科の教員作品展を実施した。 

 

③ 研究の実施体制に関する目標を達成するための措置 

・ NaDeC 構想による連携で Matching HUB Nagaoka を開催し、大学シーズの紹介や企業のニーズの把握及びマッチングを行うことで地域課題の解決

に取り組んだ。また、KDDI 株式会社との連携協定のもと、長岡工業高等専門学校との持続可能性社会の構築をテーマとした合同授業を実施でき

た。さらに、楽天グループ株式会社及び長岡市と連携し、長岡未来デザインコンテスト（地域の魅力発信をテーマ）を開催した。様々な連携に

よる事業への参加学生が増えており、地域の概念枠を広げ、連携をとおした研究活動を深く掘り下げることができている。 

 

 

Ａ 中期計画の実現に向けて良好に進んでいる 
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④ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

・ 教育研究組織の見直しに関する基本方針に基づき、令和５年度に造形学部をデザイン学科、美術・工芸学科及び建築・環境デザイン学科の３学

科体制に再編することとし、併せて以下の事項を決定した。 

令和５年度以降入学者を対象とするディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー及びアドミッション・ポリシー 

令和５年度以降入学者を対象とする造形学部全体のカリキュラム 

令和４年度に実施する入学試験概要 

第４アトリエ棟等整備基本計画 

     デザイン学科のテクノロジー×
クロス

デザイン領域に採用する専任教員等学科再編を見据えた採用計画 

 

以上の実施状況と次の２種の評価結果を勘案し、「Ａ」評価とした。 

◆長岡市公立大学法人評価委員会 評価結果 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 

Ａ Ａ Ａ 

◆公立大学法人長岡造形大学 令和５年度項目別自己評価結果 

【事業単位評価】                            単位：項目の該当数、（ ）内は％ 

 

  項目数 

評価区分 

ｓ a b ｃ ｄ 

事業   10 0(0) 2(20.0) 8(80.0) 0(0) 0(0) 

 

【指標単位評価】 

 評価区分 

年度計画を 

大幅に上回る 

年度計画を 

上回る 

年度計画を 

概ね実施 

年度計画を 

十分に実施せず 

年度計画を 

大幅に下回る 

項目数 
達成率 100 超かつ顕

著な成果 

100％超 80％以上 

100％以下 

60％以上 

80％未満 

60％未満 

指標  4 3(75.0) 1(25.0) 0(0) 0(0) 0(0) 
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第３ 地域貢献に関する目標を達成するための措置 

 

 

 

中期計画７項目において、評価の理由とした取り組みは次のとおりである。 

① 地域社会との連携に関する目標 

・ 地域協創センターを窓口に企業等と連携を進め、受託研究及び共同研究を実施した。地域課題解決に向けた研究や事業化を支援する大学のシー

ズについて、燕三条ものづくりメッセ、Matching HUB Nagaoka などの産学マッチングイベントへの積極的な出展により、連携の掘り起こしに努

めた。地域貢献に関する研究・プロジェクト数は、指標の目標値 25 件（毎年度）を大きく上回り、令和 2 年度 29 件から令和 5年度は 49 件と増

加の一途をたどっており、地域の新しい価値創造に貢献するという目標を順調に実施している。 

・ 長岡工業高等専門学校の「アントレプレナーシップ演習」との合同授業を「地域協創演習」にて実施し、異なる分野の学生がデザイン思考をも

とに混成チームでプロジェクトに取り組んだ。毎年度継続することで学生同士のつながりが深まり、成果発表による刺激もプラスになっている。 

・ 硝子・陶芸（前期のみ）・漆芸・染織の４講座を企画し、講座ごとに受講者の興味と経験に合わせたクラス設定により開講した。後期は新型コロ

ナウイルスの５類移行に伴い一部講座で定員数を増やして実施し、さらに令和５年度は、これまで市民工房の受講歴の無い人を対象に次年度以

降の新規受講に繋がるよう、バーナーワーク、パート・ド・ヴェール、織機の体験講座を行った。 

・ こどもものづくり大学校は、小学２年生から６年生までの延べ 150 人を超える生徒を対象に、クラフト、伝統工芸、デジタル等をテーマに全９

種類の講座を開講した。 

 

② 産業振興に関する目標を達成するための措置 

・ 産学マッチングイベント「Matching HUB Nagaoka 2023」を開催し、産学のマッチングを促進した。それにより共同研究に繋がる可能性の相談が

あった。また、「M-BIP Nagaoka2023」、「長岡未来デザインコンテスト」、「リーン・ローンチパッド・プログラム」に本学学生が他大学の学生と

参加した。 

・ デザイン思考に関する研修を様々な業界、業種の人に実施した。長岡市職員、NCT、三菱マーケティング研究会、奈良県産業振興センター、事業

構想大学院大学、一般の方（オンライン）、小学生向けといった実績である。受講をきっかけに、ほかの企業から社員向けに実施依頼が来ている。 

 

以上の実施状況と次の２種の評価結果を勘案し、「Ａ」評価とした。 

 

 

Ａ 中期計画の実現に向けて良好に進んでいる 
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◆長岡市公立大学法人評価委員会 評価結果 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 

Ｂ Ａ Ａ 

◆公立大学法人長岡造形大学 令和 5 年度項目別自己評価結果            

【事業単位評価】                            単位：項目の該当数、（ ）内は％ 

 

  項目数 

評価区分 

ｓ a b ｃ ｄ 

事業  11 0(0) 2(18.2) 9(81.8) 0(0) 0(0) 

【指標単位評価】 

 評価区分 

年度計画を 

大幅に上回る 

年度計画を 

上回る 

年度計画を 

概ね実施 

年度計画を 

十分に実施せず 

年度計画を 

大幅に下回る 

項目数 
達成率 100 超かつ顕

著な成果 

100％超 80％以上 

100％以下 

60％以上 

80％未満 

60％未満 

指標 3 2(66.7) 1(33.3) 0(0) 0(0) 0(0) 
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第４ 業務運営等に関する目標を達成するための措置 
 
 
 

中期計画 27 項目において、評価の理由とした取り組みは次のとおりである。 

① 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置 

・ 理事長を議長とする理事会及び経営審議会並びに学長を議長とする教育研究審議会には外部の委員を登用するとともに、役割分担を明確にし、

連携した組織運営を実施している。また、教授会及び研究科委員会では各種委員会の報告を行うことで学内連携の強化を図っている。監査機能

については、監事による理事会出席、業務実績及び財務諸表等の確認などにより強化を図った。 

・ 教員は 1 年間の教育研究業績を作成し、これを公開することで、教員同士の相互理解を深め、コミュニケーションの円滑化を図った。計画的な

採用募集、適材適所への人事異動を実施するとともに、教員の採用においては、女性限定の募集を行い、女性教員の増加を図った。 

 

② 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

・ 燕三条ものづくりメッセ、Matching HUB Nagaoka、Matching HUB 北陸に出展し、本学の産学連携の実績や教員のシーズを PR し、出展企業との

共同研究等の掘り起こしを行った。また、受託研究、共同研究等の外部資金獲得に積極的に取り組んだ。 

・ 中長期修繕計画に基づき、外壁の改修など長寿命化を図るとともに、学内照明の LED 化工事を段階的かつ滞りなく実施し、経費節減に取り組ん

だ。 

 

③ 自己点検・評価及び情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 

・ 令和４年度の認証評価機関による評価受審に向け、学内体制を構築し、内部質保証への取組及び自己点検に関する基礎データを記載した点検評

価ポートフォリオを作成した。大学教育質保証・評価センターによる認証評価では、点検評価ポートフォリオの審査に加えて実地調査（オンラ

イン）を受審し、国の大学評価基準を満たしていると認定された。 

・ 本学の教育、研究、地域貢献等の活動に対する理解の促進と支持の拡大を図るため、本学ホームページ、Web マガジン「NIDFocus」、YouTube、

Facebook、X（旧 Twitter）、Instagram を活用し、教員及び学生の活躍、学生作品、特色のある大学施設、学科再編、デザイン学科の新領域であ

るテクノロジー×
クロス

デザイン領域、R５カリなどを積極的に発信した。本学ホームページでのリピーター数の増加及び平均エンゲージメント時間

の上昇といった、サイトのパフォーマンス向上の側面から広報活動が強化できている。 
 

 

Ｂ 中期計画の実現に向けて概ね良好に進んでいる 
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④ その他業務運営に関する目標を達成するための措置

・ 令和５年度の学科再編やカリキュラム再編を踏まえ、カリキュラムとの連動を考慮し、機能性と意匠性を兼ね備えた教室・アトリエ空間を整備

した。デザイン思考のワークショップに適した什器に入れ替え、「キャンパスまるごとデザインの教材」というコンセプトの下、時代の性能水準

等に即した教育効果の高い施設設備を整備できた。

・ 学生ポータルサイト「パレット」の機能性・利便性の向上を図るべく教務事務基幹システムを更新し、学生各自のスマートフォンを用いた出席

登録の仕組みを取り入れ、教育内容の変化や技術の進展に対応した。

・ 学生・職員に対し健康診断、ストレスチェックを実施し、学校医・産業医から適切な指導を受けた。学生相談では、対面とオンラインを併用し

たカウンセリングを実施し、利用者に対し柔軟な対応を行った。また、新型コロナ、インフルエンザの同時流行、重症化に備え、インフルエン

ザ予防接種の費用支援及び学内での接種の機会を設けた。学生、職員の安全衛生管理は十分に実施できている。

以上の実施状況と次の２種の評価結果を勘案し、「Ｂ」評価とした。 

◆長岡市公立大学法人評価委員会 評価結果

令和２年度 令和３年度 令和４年度 

Ａ Ａ Ｂ 

◆公立大学法人長岡造形大学 令和5年度項目別自己評価結果

【事業単位評価】 

  項目数 

評価区分 

ｓ a b ｃ ｄ 

事業  30 0(0) 2(6.7) 28(93.3) 0(0) 0(0) 
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第２ 教育に関する目標

１  教育の成果、内容に関する目標

実施状況

1 (1)

・令和５年度からの新たな学士課程教育の姿を示す「教育研究組織の見直しに関する基本方針」を策定した。[R2]
・教育研究組織の見直しに関する基本方針に基づき、造形学部のディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）、カリキュラ
ム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）及びアドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）を策定した。[R3]
・３つのポリシーを踏まえたR５カリを編成し、令和５年４月に開始した。[R5]
　平成30年度以降入学者カリキュラムについても円滑に運用した。

1  教育の成果、内容に関する目標

2 (2)

・高度な専門性に加え、総合的かつ横断的にデザイン領域全体を見通す能力を身に付けた人材を育成する観点から、平成30年度以降
入学者カリキュラムに関する自己点検を行うとともに、新たな価値を創造するために必要な高度な専門性や深い洞察力、企画・調整
力を養うための教育を行った。[R2～]
・修士課程では長岡市と本学の共同事業である「イノベーター育成プログラム」を継続して実施している。[R3～]
　なお、2021年度グッドデザイン賞を受賞した。[R3]
・博士（後期）課程と修士課程の履修者を対象に「地域特別プロジェクト演習」(修士課程)、「特別プロジェクト研究演習」[博士
(後期)課程]を４年連続で実施した。PBLの特徴をいかした地域連携系科目で実践の中で探究を深める力を育成した。[R2～]
・博士(後期)課程では２年連続で２人の博士号の学位取得者を輩出した。[R4.R5]

1  教育の成果、内容に関する目標

3 ア 　目的意識や向学心が高く、優れた資質を
有する多様な学生を受け入れるため、アド
ミッションポリシーを明確に示した上で、
総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜の
3つの種類の入学試験を実施することと
し、各入学試験において定める求める人物
像に即した選考を行う。

・入試区分ごとに定めた求める人物像に合致する入学者を選抜するため、各試験において問題作成、評価を厳格に行った。
また、令和５年度からの学科再編に伴い変更されたアドミッション・ポリシーを踏まえた入試制度及び入試区分ごとの求める人物像
を定めた。[R3]
・令和５年度からインターネット出願システムを導入したことにより、受験生の利便性が向上し、出願者数の増加や出願事務処理の
効率化に寄与した。[R5]
・大学院説明会を実施し、学外からの参加者に対してはオンラインで対応した。WEBオープンキャンパスでもオンライン個別相談を
実施した。また、広告媒体企業が主催する大学院説明会にオンラインで参加した。入学者数は次のとおり。
　修士課程　　　　17人[R2]、12人[R3]、16人[R4]、９人[R5]
　博士（後期）課程１人[R2]、３人[R3]、２人[R4]、２人[R5]

・市内高等教育機関教職員に対し、大学院造形研究科イノベーションデザイン領域の周知を行った。[R4]また、本学大学院での研究
内容をより分かりやすく伝えるためのホームページ改修を行った。[R5]

大学院課程における教育

中期目標 （２）大学院課程における教育
　　 デザインの対象領域の拡大に対応しつつ、深く理論と応用を学び、新たな価値を創造するために必要な高度な専門性や深い洞察力、企画・調整力を備えた人材を養成する。

  デザインの対象領域の拡大に対応しつつ、
真の人間的豊かさについて、理論と実用・実
践の両面から深く探求し、新たな価値を創造
するために必要な高度な専門性や深い洞察
力、企画・調整力を養うための教育を行う。

中期目標 （３）入学者受入方針
     建学の理念及び教育目標の実現に向けて、目的意識や向学心が高く、優れた資質を有する人材を積極的に受け入れる。

Ⅲ　項目別の実施状況

中期目標

  建学の理念に基づき、「造形・表現」とし
てのデザインと「問題発見・解決プロセス」
としてのデザインを探求し、社会が抱える問
題の本質をとらえ、新たな価値を創り出すこ
とのできる創造的人材を養成するための教育
を行う。

（１）学士課程における教育
    社会の要請を的確に認識し、様々な問題に対して創造的な解決策を提示するために必要な構想力と造形力を備えた人材を養成する。

中期計画

学士課程における教育
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4 イ 高大接続改革の趣旨にのっとり、「知
識・技能」、「思考力・判断力・表現
力」、「主体性を持って多様な人々と協働
して学ぶ態度」の学力の3要素を評価する
入学試験を行う。また、新学習指導要領に
対応した入試制度を整備する。

・入試区分ごとの志願者の特性に沿ったかたちで「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性を持って多様な人々と協
働して学ぶ態度」の学力の３要素を評価する試験を実施した。特に一般選抜では令和2年度から「自己プレゼンテーション用紙」を
導入し、今まで評価しづらかった「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」の適切な評価につなげた。[R2～]
・令和７年度以降の新学習指導要領に対応した入試制度について、一般選抜における共通テスト利用科目を定め、公表した。[R4]

5 ウ 本学の教育内容への深い理解を得るとと
もに、特色のある教育環境を周知するた
め、受験生の立場に立った積極的かつ多様
な広報活動を展開する。

・高校や予備校教員に働きかけ、デザインや美術、建築などに興味を持つ生徒に対して、本学独自の大学説明会、進学相談会を開催
するとともに、受験生個人からの見学やオンライン相談を積極的に受け入れた。
　　高校/予備校内での本学独自の説明会
　　会場型進学相談会（対面）

オンラインQ&A
個人見学/相談 [R2～]

・広報プロジェクトチームと入試委員会が連携して総合パンフレットを造形学部学科再編に対応したものに全面改訂し、英語版とと
もに発行した。[R4]
・年間広報計画に基づきプロモーション動画などの広報媒体を制作し、ホームページやSNS、インターネット広告等で広報活動を
行った。[R5]
・Webオープンキャンパスと来場型オープンキャンパスを開催し、Webでは毎年度300人前後、来場型では毎年度1000人を超える参加
があった。[R3～。R2はWebのみ]
・全国の高校、予備校教員を対象とした大学説明会をオンラインで開催した。あわせて、県内外の高校、予備校の訪問を実施し、高
校教員等の本学に対する理解を深め、高校・予備校内での本学進学説明会の開催につなげた。[R3～。R2はオンラインのみ]

1  教育の成果、内容に関する目標

(4)

6 ア 学士課程
（ア）現行のカリキュラムポリシー及びカ
リキュラムを検証し、科学技術の進歩や社
会のニーズの変化への対応と学生の自主
的、自律的な学修、研究、創作活動の活性
化を目指した見直し・改編を行う。

・教育研究組織の見直しに関する基本方針に基づき、令和５年度に造形学部をデザイン学科、美術・工芸学科及び建築・環境デザイ
ン学科の３学科体制に再編することとし、併せて以下の事項を決定した。

令和５年度以降入学者を対象とするディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー
　　及びアドミッション・ポリシー
　　令和５年度以降入学者を対象とする造形学部全体のカリキュラム
　　令和４年度に実施する入学試験概要
　　第４アトリエ棟等整備基本計画　　　　　[R3]

・令和５年度３学科体制でスタートし、３つのポリシーに基づくR５カリを実施するとともに、学部２年次から始まる各学科専門科
目等の授業運営に向けて授業計画、担当教員及び運営方法などを整備した。[R5]

7 （イ）「造形・表現」としてのデザインと
「問題発見・解決プロセス」としてのデザ
インを体系的に学修するため、学部共通の
基盤教育と各学科の専門教育のそれぞれに
おいて適切な科目構成と授業計画を整備す
る。

・「基礎造形実習」及び「基礎ゼミ」を新型コロナ対策のため、当初の計画を大幅に変更しオンラインによる遠隔授業を取り入れて
開講した。「基礎造形実習」では学生は画面を通してより精細に教員の手元を見て学ぶことができ、「基礎ゼミ」では場所を選ばず
にグループワークを行うことができた。積極的に改善を行った結果が有効な手段であると実証でき、新たな学修効果を生み出すこと
ができた。[R2～]
・R５カリでは「造形・表現」としてのデザインと「問題発見・解決プロセス」としてのデザインの接続を図る初年次基礎科目とし
て「基礎造形演習」、「発想・着想概論」、「発想・着想演習」及び各学科の基礎演習を実施した。[R5]
・「地域協創演習」「インターンシップ」「ボランティア実習(公募型)(自主活動型)」を実施した。実践をとおして、地域の問題発
見・解決プロセスを学び、地域社会の活性化や学生の社会性、協調性を涵養した。詳細は各年度の実績報告書に記載。

　　一例「地域協創演習」のプロジェクト数（単位　プロジェクト）
　　７[R2]、10[R3]、14[R4]、16[R5]

教育課程

中期目標 （４）教育課程
各専門分野の特性、学士課程と大学院課程の連続性等に留意しつつ、「造形・表現」としてのデザインと「問題発見・解決プロセス」としてのデザインを体系的に学ぶための

カリキュラムを編成する。
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8 イ 大学院課程
（ア）現行カリキュラムを検証し、科学技
術の進歩や社会のニーズの変化を踏まえた
必要なカリキュラムの見直しを行う。

・平成30年度以降入学者を対象とする領域編成及び大学院カリキュラムに基づき授業科目を開講した。 また、大学院・学部の専任
教員が両課程を兼担することにより教育研究のスムーズな接続を図った。[R2～]
令和５年度の学部カリキュラム完成年度である令和9年度の改編を視野に、現行大学院カリキュラムの見直しを実施する検討体制を
整備した。[R5]

9 （イ）高度な専門性の追求や、「造形・表
現」としてのデザインと「問題発見・解決
プロセス」としてのデザインの統合深化に
向けた適切な科目構成と授業計画を整備す
る。

・修士課程科目としてデザイン思考や人間中心デザインを学修する「イノベーションデザイン特論」を開講した。また、PBL（事業
ベース型・問題発見解決型学習）により修士課程科目「地域特別プロジェクト演習」、博士（後期）課程科目「特別プロジェクト研
究演習」のプロジェクトに取り組んだ。[R2～]

1  教育の成果、内容に関する目標

(5)

10 ア 　学生の個性と創造性を尊重し、自主的、
自律的な自己学修力を高めることを目指し
て、教員と学生の豊かなコミュニケーショ
ンを図りながら、少人数教育を行う。

・学年進行による専門性の深化と連動し、教員と学生の効果的なコミュニケーションを重視する少人数教育として、実習、演習及び
ゼミを開講した。[R2～]

11 イ 　学生の広い視野を育み、教育効果を高め
るため、関連する授業科目間の連携を強化
した複合的な教育を行う。

・複数領域を学修する各学科「コース別演習」、学修と研究の接続を図る「ゼミⅠ・Ⅱ」、広い視野と自主性に基づき研究に取り組
む「卒業研究」を開講し、それぞれの体系的な連携を図った。[R2～]

12 ウ 　地域の企業、高等教育機関、自治体、コ
ミュニティ等と連携し、地域の様々な課題
に取り組む実践的な教育を行う。

・「地域協創演習」「インターンシップ」「ボランティア実習(公募型)(自主活動型)」を実施した。実践をとおして、地域の問題発
見・解決プロセスを学び、地域社会の活性化や学生の社会性、協調性を涵養した。プロジェクト名は各年度の実績報告書に記載済。

　　一例「地域協創演習」のプロジェクト数（単位　プロジェクト）
　　７[R2]、10[R3]、14[R4]、16[R5]　　　　　　　　　[再掲]

13 エ 　社会の要請に対応して、起業家マインド
や国際感覚を醸成する教育を行う。

・起業の概要と手続き等を学修する学部科目「社会起業」及び起業計画を立案する修士課程科目「起業演習」を開講した。[R2～]
 また、「地域協創演習」のプロジェクトにおいてチームで考案した起業プランをMatching HUB Nagaokaのビジネスプランコンテス
トで発表した。[R4～]
・各学科とも、国内外において第一線で活躍している４人の外部講師を招き、前期８授業、後期８授業、計16授業の特別講義を開講
した。[R2～]
 また、客員教授の講義を一般市民に向けて公開したり、実演を交えた授業を実施することで学生にとって刺激や気づきの機会を提
供した。[R3、R4]

14 オ 　NaDeC構想に基づき、市内高等教育機関
の間でそれぞれの専門性を生かした授業連
携を行う。

・NaDeC構想に基づき、市内4大学1高専の単位互換の活性化に向けて各校で履修を勧めた。[R2～]
・長岡工業高等専門学校の「アントレプレナーシップ演習」との合同授業を「地域協創演習」にて実施し、異なる分野の学生がデザ
イン思考をもとに混成チームでプロジェクトに取り組み、成果を発表した。[R3～]
・長岡市、産業界等からの講師派遣による「長岡学」を開講した。[R5]

1  教育の成果、内容に関する目標

(6)

15 ・各科目にて担当教員がシラバスの見直しを行い、それを学生に明示した上で、厳正な成績評価を実施するとともに、学位を授与し
た。
さらにディプロマ・ポリシーの達成を意識し、卒業研究、特別研究の成績評価基準の見直しを全学的に行った。[R4]

中期目標 （５）教育方法
     学内にとどまらず、実践経験を通じて構想力、造形力を身に付ける地域社会と密着したデザイン教育や学生の主体的な学修を重視した教育に力点を置いて取り組む。
     また、より高い教育成果を目指して、授業形態、指導方法を不断に見直す。

（６）成績評価
    教育の質及び公正な評価を確保するため、学位授与基準と成績評価基準を厳格に運用する。

成績評価

　各授業科目について達成目標、授業計画、
成績評価基準等をシラバスに明示の上、厳正
な成績評価を行うとともに、学位授与基準に
基づき厳格に学位授与を行う。

中期目標

教育方法
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第２ 教育に関する目標

２　教育の実施体制に関する目標

実施状況

(1)

16 ア 教育研究体制の充実ときめ細やかな指導体
制を実現し、教育研究力の向上を図るた
め、学部、大学院を通じた全学的な見地か
ら、専門性を生かしつつ、均衡にも配慮
し、適切な教員の配置を行う。

・造形学部の各学科の現状に合わせた適切な採用活動を行い、定年退職者の補充をベースにカリキュラム及び今後強化すべき分野へ
の増員など、全学的な見地から専任教員の募集と採用を行った。[R2～]

17 イ 専任教員、非常勤講師の採用に当たり、各
分野の最前線で活躍する人材の積極的な登
用を図る。

・現役デザイナー・アートディレクター、作家、建築家等、本学卒業生を含む多方面で活躍中の人を非常勤講師として採用した。
[R2～]

18 ウ 優れた教育方法を共有化し、教育水準の向
上を図るため、ファカルティ・ディベロッ
プメント活動を推進する。

・教育水準の向上を図るため、ファカルティ・ディベロップメントを行い、出席率は高い数値を維持している。[R2]
　令和５年度までに行ってきた内容は次のとおり。
　　大学院のカリキュラム、就職進路、学生支援、認証評価、障がい学生支援、教務事務基幹システム、生成系AI、
　　ハラスメント防止、教務系DX、情報セキュリティ、化学物質の取扱

２　教育の実施体制に関する目標

(2)

19 ア 「キャンパスまるごとデザインの教材」と
いうコンセプトの下、費用対効果や既存の
施設設備の有効活用に留意しつつ、時代の
性能水準等に即し、教育効果の高い施設設
備の整備を行う。

・103講義室のプロジェクターを高輝度､高解像度のレーザープロジェクターに入れ替えた。また、遠隔授業に対応すべく、大学院棟
ゼミ室の一部をビデオや書画カメラ等の機材を備えた遠隔配信室に整備するとともに、円滑な授業運営を行うため遠隔会議システム
ZoomやGoogle Classroomを全学的に導入した。[R2]
・令和５年度からの造形学部の3学科体制及びR５カリ開始に向け、優れたデザインや機能性を持つ什器等を整備するとともに、「豊
かな生態系を育む 地域に開かれた杜のキャンパス」をコンセプトとし、学生の交流を促進しつつ、新たな価値創造をも目指す新校
舎を建設することを決定し、第４アトリエ棟等整備基本計画を策定した。[R3]
・フレキシブルに実施できるデザイン思考のワークショップに適した机・椅子の入替、多目的に使用できる中規模人数を収容する演
習室への改修、操作卓の機能を兼ね備えた教卓の整備などを行った。[R4]
・自主学習をはじめ多様な利用ニーズに対応するため、図書館空間の再整備を行った。[R2、R5]
・第４アトリエ棟の建設を進めるとともに、棟内のアトリエや教室に整備する什器や設備の具体的仕様を決定した。[R5]

（２）教育環境の整備
　　 教育内容の変化や技術の進展に対応し、費用対効果に留意しつつ、施設設備など教育環境の充実を図る。また、経年による機能低下に対応し、適切な維持管理・更新に
     取り組む。

中期目標

教員の適切な配置と教育力の向上

教育環境の整備

中期計画

（１）教員の適切な配置と教育力の向上
　　 質が高く、きめ細やかな教育を実現するため、専門性や企画・調整力の高い教員を適切に配置する。また、教員の教育力の向上を図るための組織的な取り組みを推進する。

中期目標
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20 イ 工房、アトリエ、スタジオ、コンピュータ
室、プロトタイピングルーム、教員・学
生・卒業生作品の展示スペース等の施設設
備、パソコンのソフトウェアなどの維持管
理・更新・整備を適切に行う。

・授業や制作で使用するアドビクリエイティブクラウド、Zoom、３DCGソフトウェア等を無料で提供するとともに、ライセンスをク
ラウド認証に変更することで、学生が大学外でソフトウェアを使用できるようになり、従来に比べ学修効果の向上が見られた。[R2
～]
・建築・環境デザイン学科では一人一人に製図板を貸し出す運用を開始した。[R2]
・プロトタイピングルームではさらに多様な制作に対応すべくスキャン範囲の広い３Dスキャナを導入するとともに、多学年・学科
で構成する学生スタッフを配置し、学生による自立的な機材や工房の管理・運営の実施及び他学生の制作サポート等を行った結果、
利用が拡大した。[R3～]
・図書館システムを学内サーバーからクラウドサーバーでの運用に移行したことで、停電やサーバーメンテナンスなどで停止するこ
とがなくなり、利用者の利便性が向上した。[R3～]
・教室やアトリエ等で対面と遠隔を組み合わせた授業や発表に対応するため、主要教室への大型モニタの配置を進めた。さらに、学
生ポータルサイト「パレット」の機能性・利便性の向上を図るべく教務事務基幹システムを更新した。プロトタイピングルームでは
より多様な制作に対応すべくスキャン範囲の広い３Dスキャナを導入した。[R4]
・学生アンケート、図書館カウンター学生アルバイトの意見を取り入れながら、声を出してディスカッション等ができるスペースの
設置等を行った。　　[R5]

２　教育の実施体制に関する目標

(3)

21 ・各学期末に全開講科目に対して履修学生による授業評価アンケートを行い、その集計結果を学生に公開するとともに、教職員間で
共有し、授業方法等の改善に向けた検討会を実施した。[R2～]
・卒業・修了者を対象としたアンケートにより在学期間中を通した教育・研究に関する評価や意見を聴取し、結果を教職員間で共有
した。[R3～]
・中期計画の達成に向け、業務実績に関する自己評価を行うとともに長岡市公立大学法人評価委員会による評価を受けた。[R2～]
・大学教育質保証・評価センターによる認証評価では、点検評価ポートフォリオの審査に加えて実地調査（オンライン）を受審し、
国の大学評価基準を満たしていると認定された。[R4]
・卒業・修了者を対象としたアンケートにより在学期間中を通した教育・研究に関する評価や意見を聴取し、結果を教職員間で共有
した。なお、学生の学修成果や教育成果については外部の専門機関との協働によりデータの可視化・分析に向け手法を検討した。
[R4]

２　教育の実施体制に関する目標

(4)

22 ・学部長を中心とするプロジェクトチームを組織して全学的な検討を行い、「教育研究組織の見直しに関する基本方針」を策定し
た。デザイン領域を大括り化したデザイン学科と既存の美術・工芸学科、建築・環境デザイン学科の３学科に再編する計画とした。
入学者確保に向けて学生募集活動、入学試験を実施した。[R2～]
・令和３年度に採用計画を作成し、専任教員の募集、採用及び適切な配置を行った。[R3～]
・令和５年度からスタートした３学科体制のもとR５カリを開始した。初年次教育の一つとして、「発想・着想概論」、「発想・着
想演習」を開講し、理論と実践を通じてデザイン思考の考え方やスキルを教授した。[R5]
・第４アトリエ棟等整備に係る基本設計及び実施設計に基づき、第４アトリエ棟の建設に着手した。また、既存校舎の教室・備品の
再整備については、用途・機能、規模などに応じて段階的に実施した。[R5]

中期目標

教育研究組織の見直し

（４）教育研究組織の見直し
時代の変化に対応しつつ常にデザインに対する社会の要請や学修需要に的確に応えていくとの観点から、不断に教育研究組織の在り方を検証し、その結果を踏まえて
適切に見直しを行う。

　デザインの創造性にテクノロジーの発展性
を掛け合わせ、人々の暮らしをより楽しく豊
かにすることを目指して、新しい学科を創設
する等、時代の変化を見据えた教育研究組織
の見直しを行う。

（３）教育活動の評価及び改善
教育活動について、学生授業評価等を踏まえた内部検証を行うとともに、外部による客観的な評価を実施し、それらの結果を教育活動に反映させ改善を図る。

　教育活動に対する自己点検・評価、長岡市
公立大学法人評価委員会及び認証評価機関の
外部評価、学生による授業評価等を実施し、
必要な教育活動の改善を行う。

教育活動の評価及び改善

中期目標
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第２ 教育に関する目標

３　学生への支援に関する目標

実施状況

(1)

23 ア 担任制度等を通じて、教員が学生の修学
面での困難を把握し、きめ細やかな配慮、
助言、指導を行う。

・担任制度を通じて、教員が学生の修学面での困りごとに対し臨機応変に指導を行った。保護者会の支援により、年間３回まで飲食
費が補助される懇親会では、１年から３年まで合同の懇親会を実施し、同級生だけでなく他学年と縦のつながりを持てる機会を作っ
た。[R2～]

24 イ 学生の心身の健康と生活上の様々な悩み
に対して、職員、医務室職員、カウンセ
ラーが連携し、きめ細やかな支援を行う。
また、障がいへの配慮等、修学する上で支
援を必要とする学生に対し、修学特別支援
室などによる組織的な対応を行うととも
に、その利用方法について広く学生に周知
する。

・カウンセラー、学生支援課、修学特別支援室合同のカンファレンス実施を通じて情報共有や意見交換を密に行ったことで、学生の
心身の健康と生活上の悩みに対し、個別の状況に応じた支援に繋がった。[R2～]
・令和４年度策定したSOGI（ソジ：性的指向、性自認)に関するガイドラインに基づく合理的配慮による就学環境の改善につなげる
ため、学生へのアンケートやヒアリングを実施し、学生に対する呼称の改善なども開始した。[R4～]
・２年目となるレストランサブスクサービスは対象をランチだけでなく夕食にも拡大し、昨年度の2.3倍となる延べ917人が利用し
た。[R5]

25 ウ 女子学生が多く在籍する状況を踏まえ
て、学内生活環境の整備、心身の健康保
持、防犯等に留意した支援を行う。

・年間を通じて学内女子トイレに無料の生理用品設置を行った。学内の環境整備のため、女子学生からヒアリングを行い、トイレの
荷物かけやレストランの環境改善など順次対応した。[R3～]
・新年度のガイダンスにて新潟県警察作成の防犯動画を配信し防犯教育を行うとともに、不審者情報共有システムの周知及び防犯ア
プリの導入を推奨した。[R2～]

26 エ 学内生活環境、課外活動等に対する要望
などを学生アンケートを通じて把握し、明
らかになった課題について対応を図る。

・無記名の学生生活等実態調査を実施し、意見、要望等に対しての改善を行うことで、学内生活環境等の向上を図った。当該調査は
隔年で実施し、学生の要望などを把握している。
　傘立ての設置、ピアノ調律、レストランの夕食提供[R3]
　駐輪場の増設[R4]
レストランの混雑緩和のための動線改善[R5]

27 オ 学生に対し、日本学生支援機構奨学金ほ
か各種奨学金制度について、適切に情報提
供を行う。また、保護者会・校友会と連携
し、作品展示やコンペへの出品等、学生の
自主的な活動の奨励・支援を行うととも
に、優秀な学生に対して奨励金を伴う表彰
を実施する。

・コロナ禍において、学生のインターネット環境や機器の準備に伴う金銭的負担軽減のため、校友会の助成協力を得て修学環境整備
支援金として令和２年５月に全学生一律5万円を給付した。
　日本学生支援機構をはじめとした学外の奨学金情報やコロナ禍における学生支援緊急給付金情報を周知し、手続きを適切実施し
た。[R2]
・長岡造形大学優秀学生賞規程に基づき、造形学部12人の学生を表彰し、副賞として報奨金を贈呈した。[R2～]
また、一般財団法人絆基金からの寄付金をもとに、成績が次点の学生に対し「絆賞」を贈呈した。[R5]
・学生からのアンケートで多く寄せられた困りごとを解決するテーマでハッピーキャンパスライフデザインコンペを実施し、学生間
の繋がりを構築するアイディアの実装した[R3～]
・校友会助成事業を学生に周知し、活動助成、授賞式交通費助成を継続して実施することができた。[R2～]

３　学生への支援に関する目標

中期目標

中期目標

修学・生活支援

（１）修学・生活支援
学内外での学生の活動状況に目配りし、学生が安心して充実した生活を送れるよう、心身の健康管理、生活相談などを行うとともに、学習意欲の維持・向上や困難の解消に
向けたきめ細やかな修学支援を行う。

中期計画

（２）就職・進学等支援
学生が適切に進路選択を行えるよう、低学年次からキャリア形成教育を実施するとともに、個々の状況に即した情報提供や助言など充実した就職・進学支援等を行う。
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(2)

28 ア 学生が早期からキャリア形成への理解を
深めることができるよう、低学年からキャ
リア教育や説明会を実施する。

・１年次から４年次まで、学年に応じたガイダンスを実施した。２年後期、３年前期にはキャリア教育科目を開講した。そのほか、
業界研究講座、就職活動対策講座を実施し、低学年の学生の参加も推奨した。[R2～]
・企業の協力を得て「キャリア研究フェス」を実施し、2年生、3年生の学生を中心に毎年度約270人～350人の学生が参加した。[R2
～]

29 イ 学生のキャリア形成を支援するため、イ
ンターンシップ、進路選択に関する講座・
説明会の実施等の取り組みを強化する。ま
た、教員のキャリア形成支援力向上のため
のセミナー等を実施する。

・面談予約システム、オンラインミーティングツールを活用し、２人のキャリアアドバイザーを中心に個別相談・面接練習・履歴書
及びエントリーシートの添削など、学生個々の進捗状況や要望に応じた支援を実施した。教員とも情報の共有と意見交換を行い、適
切な求人の提供及び学生への指導につなげた。[R2～]
・「キャリア計画実習Ⅰ」ではインターンシップ報告会を実施し、「キャリア計画実習Ⅱ」ではインターンシップ参加のための事前
指導を行った。[R2]
・求人検索NAVIやパレットを活用し、１万件超の求人情報、インターンシップ情報、会社説明会の案内及び就活イベント情報を随時
提供した。[R2～]
・学内での対面企業説明会と併せて企業デザイナーによるポートフォリオ指導を実施した。また、卒業生からポートフォリオの提供
を受け、学生が最新のものを閲覧できるよう随時入替を行った。[R2～]
・就職内定者によるポートフォリオプレゼン会を追加で取り入れた。[R3～]
・キャリア研究フェスを開催し、県内企業は毎年30社前後が参加し、多くの学生が会社説明を受けた。[R3～]
・キャリア形成支援力向上のため、教員対象の研修会を毎年度実施した。[R2～]
・NAGAOKA WORKER（ナガオカワーカー）と連携し、長岡に進出した企業に学生１人、長岡市役所に４人が就職した。[R5]

30 ウ 教員が、研究室に所属する学生をはじめ
として、学生の状況を的確に把握し、就
職・進学に関する適切な情報提供や助言を
行う。

・キャリアデザインセンター会議で学生の進路決定状況及び就職活動支援状況を共有するとともに、卒業研究指導教員と連携し、学
生の就活状況の把握や指導・助言を行った。[R2～]
・教員が主導し、関係のある企業を招いての学内企業説明会や、顕著な活躍のある卒業生の講演なども実施した。[R5]

第２ 教育に関する目標

４　国際化に関する目標

実施状況

31 (1) ・国際交流協定締結校である次の大学と交流した。
ハワイ大学建築学部とのピースメモリアルワークショップ  本学５人、ハワイ大学12人　[R4]
トリアー応用科学大学  派遣２人　　[R4]
トリアー応用科学大学　派遣３人、受入２人　[R5]
漢陽大学スプリングスクール　派遣１人　[R5]

・このほか、新潟県内４公立大学（新潟県立大学・長岡造形大学・三条市立大学・新潟県立看護大学）と連携した取組で、モンゴル
との交流を通してグローバル人材の育成を目的としたプロジェクトに対して、３大学から１０人が選抜され、うち本学から２人が参
加した。
　本学国際交流事業支援奨学金規程により往復航空運費を一定額補助し、学生の活動及び経済的支援を行った。 [R5]

32 (2) ・国際交流事業支援奨学金を給付するとともに、今後の学生の自主的な海外活動の推進に向けて、海外留学をした学生が経験談を発
表する場や留学生による母国紹介のイベント、外国出身教員の海外文化紹介などの機会を設けることによって、ほかの学生が海外で
活動することに興味をもってもらえるよう工夫した。[R4～]

33 (3) ・留学生に対して、それぞれ１人のチューターを配置して留学生をサポートした。[R4～]

中期計画

　留学生の受入れを推進するため、学修面や
生活面において、留学生に配慮した環境・制
度を整備する。

 　 国際的な視野を持つ人材や海外で活躍することのできる人材の育成を図るため、国際交流協定締結校との間での交換留学等の相互交流や、国際的な発表の場への積極的な
    参加を推進する。また、広く留学生の受入れを進める。

　学生の国際的視野の拡大を図るため、国際
交流事業支援奨学金制度の活用等により、海
外留学・研修、国際的なコンペや発表の場な
どへの参加を促進する。

中期目標

　国際交流協定締結校との交換留学、連携事
業、単位互換等を推進する。

就職・進学等支援
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第３ 研究に関する目標

１　研究の内容及び水準に関する目標

実施状況

34 (1) ・研究の質の向上や外部研究資金の獲得を促進するため、特別研究費の申請時に外部研究資金獲得の計画を含めることを条件として
募集を行った。申請内容を精査した上で、特別研究から外部研究資金の獲得につながり、さらに質の高い研究に発展する可能性のあ
るものを採択できている。[R2～]

35 (2) ・各教員から提出された教員顕彰制度の申請内容を精査し、外部競争的資金への応募実績がありかつ各種の受賞、学会等での実績、
制作活動における実績等で優れた教員12人を表彰した。学内外へ発信することで、今後の研究意欲向上及び活性化を図った。[R2～]

36 (3) ・地域協創センターを窓口に企業等と連携を進め、受託研究及び共同研究を実施した。地域課題解決に向けた研究や事業化を支援す
る大学のシーズを教員や学生とともに積極的に情報発信したことにより、次年度以降の研究等につなげることができた。[R2～]
・共同研究成果のうち１件については新規性があり、活用の可能性が見込めるため、意匠登録出願し、許可された。[R3]
・燕三条ものづくりメッセ、Matching HUB Nagaoka、Matching HUB北陸に出展し大学のシーズを地域・企業に知ってもらうことで、
今後の研究等につなげることができた。[R4～]

第３ 研究に関する目標

２  研究の成果に関する目標

実施状況

37 (1) ・オンラインを活用したヴァーチャル展の実施と、博士（後期）課程学生や有志学生の学外会場での展示等を実施し、大学広報につ
ながる成果発表の機会となった。[R3～]
・卒業・修了研究展は、３年ぶりに一般来場者の入場を受け入れ、過去10年では最多の約4,400人が来場した。
また、美術・工芸学科及び建築・環境デザイン学科の教育研究成果を発表する教員作品展を展示館で実施した。[R4]

・30周年記念事業を見据えて、テクノロジー×デザイン領域に関連する教員及び学生による校舎壁面へのプロジェクションマッピン
グを実施し、幅広く公開した。[R5]

38 (2) ・卒業・修了研究展の特設Webサイトにて、学生の研究成果を蓄積・公開した。[R2～]
・研究紀要掲載論文をリポジトリへ登録し公開した。[R2～]

第３ 研究に関する目標

３  研究の実施体制に関する目標

中期目標
　　「造形・表現」及び「問題発見・解決プロセス」の両面において、デザインの質の向上と可能性の拡大を幅広く探求するとともに、時代や社会の要請に応える実用的かつ実践的
   な研究を進める。

　デザインの役割や対象領域の拡大を探求す
る研究、実用性・実践性の高い研究、複数専
門領域の教員等が共同で実施する学際的な研
究など、先進的で質の高い研究に対し、特別
研究費等を通じて重点的に支援する。

中期計画

中期計画

　教員の研究意欲を向上し、研究の活性化を
図るため、教員顕彰制度を実施する。

中期目標

中期目標

　職員・学生の研究意欲を高めるための環
境・制度の整備を図りつつ、地域課題解決に
向けた研究や企業等と連携した研究を推進す
る。

    研究成果の有効活用を図るため、蓄積された教員・学生の研究成果を体系的に整理し、幅広く公開する。

　卒業・修了研究展をはじめとする公開の展
示会や事業等を通じて、教員や学生の研究成
果の発表を積極的に行う。

　教員・学生の作品を体系的に蓄積するとと
もに、学術機関が提供するウェブシステムを
活用し、学術情報や研究成果の公開を行う。

    研究力の深化を図るため、地域の企業、高等教育機関、自治体、コミュニティ等との連携を強化し、その研究成果を発信することにより、様々な研究課題に取り組むための
    体制や、外部からの支援・協力を得ることが可能な研究実施体制を構築する。また、学内にとどまらず、まちなかでの実践的な研究が実施できるよう、環境を整備する。
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実施状況

39 (1) ・地域協創センターを窓口に企業等と連携を進め、受託研究及び共同研究を実施した。地域課題解決に向けた研究や事業化を支援す
る大学のシーズを教員や学生とともに積極的に情報発信したことにより、次年度以降の研究等につなげることができた。[R2～][再
掲]
・NaDeC構想による連携で、Matching HUB Nagaokaを開催し、大学シーズの紹介や企業のニーズの把握及びマッチングを行うことで
地域課題の解決に取り組んだ。[R4～]
・NaDeC構想推進コンソーシアムの連携を進め、令和３年度にKDDIと包括連携協定を締結し、長岡工業高等専門学校との持続可能性
社会の構築をテーマとした合同授業を実施した。[R5]
・楽天グループ株式会社との包括連携協定のもと、長岡未来デザインコンテスト（地域の魅力発信をテーマ）に学生が他大学の学生
とともに参加した。[R5]

40 (2) ・燕三条ものづくりメッセ、Matching HUB Nagaoka、Matching HUB北陸など、産学マッチングイベントに積極的に出展し、本学の産
学連携の実績や教員のシーズをPRするとともに、出展企業等の潜在的なシーズ・ニーズを掘り起こしを行った。具体的な連携相談が
寄せられるようになった。[R4～]

41 (3) ・長岡工業高等専門学校の「アントレプレナーシップ演習」と本学「地域協創演習」の合同授業をNaDeC BASEで実施し、異なる分野
の学生がデザイン思考をもとに混成チームでプロジェクトに取り組んだ。[R3～]
・米百俵プレイスで子どもラボの取組の一環として「子ども未来ラボ デザイン思考ワークショップ」を実施した。[R4]
・長岡市米百俵財団が主催する「米百俵未来塾」で、本学の教員がデザイン思考ワークショップを行い、小中学生50人が受講した。
[R5]

第３ 研究に関する目標

４  教育研究組織の見直しに関する目標

実施状況

42 ・学部長を中心とするプロジェクトチームを組織して全学的な検討を行い、「教育研究組織の見直しに関する基本方針」を策定し
た。デザイン領域を大括り化したデザイン学科と既存の美術・工芸学科、建築・環境デザイン学科の３学科に再編する計画とした。
入学者確保に向けて学生募集活動、入学試験を実施した。[R2～]
・令和３年度に採用計画を作成し、専任教員の募集、採用及び適切な配置を行った。[R3～]
・令和５年度からスタートした３学科体制のもとR５カリを開始した。初年次教育の一つとして、「発想・着想概論」、「発想・着
想演習」を開講し、理論と実践を通じてデザイン思考の考え方やスキルを教授した。[R5]
・第４アトリエ棟等整備に係る基本設計及び実施設計に基づき、第４アトリエ棟の建設に着手した。また、既存校舎の教室・備品の
再整備については、用途・機能、規模などに応じて段階的に実施した。[R5]

　デザインの創造性にテクノロジーの発展性
を掛け合わせ、人々の暮らしをより楽しく豊
かにすることを目指して、新しい学科を創設
する等、時代の変化を見据えた教育研究組織
の見直しを行う。[再掲]

中期目標

　NaDeC構想に基づき、長岡市中心市街地に整
備される研究拠点を活用し、職員・学生が地
域社会と協力して研究・調査等を推進する。

中期計画

　地域の企業、高等教育機関、自治体、コ
ミュニティ等と連携した実用的かつ実践的な
研究を実施する。

　地域の企業・団体等との人的・技術的な協
力関係を強化するため、研究成果を積極的か
つ効果的に発信する。

中期計画

    時代の変化に対応しつつ常にデザインに対する社会の要請や学修需要に的確に応えていくとの観点から、不断に教育研究組織の在り方を検証し、その結果を踏まえて適切
    に見直しを行う。[再掲]
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第４ 地域貢献に関する目標

１ 地域社会との連携に関する目標

実施状況

43 (1) ・地域協創センターを窓口に企業等と連携を進め、受託研究及び共同研究を実施した。地域課題解決に向けた研究や事業化を支援す
る大学のシーズを教員や学生とともに積極的に情報発信したことにより、次年度以降の研究等につなげることができた。[R2～][再
掲]
・NaDeC構想による連携で、Matching HUB Nagaokaを開催し、大学シーズの紹介や企業のニーズの把握及びマッチングを行うことで
地域課題の解決に取り組んだ。[R4～][再掲]
・NaDeC構想推進コンソーシアムの連携を進め、令和３年度にKDDIと包括連携協定を締結し、長岡工業高等専門学校との持続可能性
社会の構築をテーマとした合同授業を実施した。[R5][再掲]
・NaDeC構想を推進する７団体がそれぞれ講師を担当し、学生の長岡への愛着を育み、歴史、風土等を幅広く学ぶ「長岡学」の試行
講座を令和３年度から開始し、令和５年度に開講した。100人を超える学部1年生が履修し、授業のアーカイブ動画を学生が反復学習
できるように提供した。[R5]

44 (2) ・こどもものづくり大学校は新型コロナの状況を見ながら、令和３年度はオンラインでデジタル工作、ガラス工芸の２講座を実施
し、小学生24人の参加があった。令和４年度から対面かつ講座数を拡大し、小学３年生から６年生の延べ158人の参加があった。令
和５年度は小学２年生から６年生の延べ152人を対象にクラフト、伝統工芸、デジタル等をテーマに全9種類の講座を開講した。
・長岡市中学校美術部作品展は市内中学校10～13校約230人が作品を出品し、本学教員が講評を行う。地域の子どもたちのデザイン
マインドを育てる取組を継続して実施してきた。[R2～]
・長岡市中央図書館やNaDeC BASEを会場とし、小学生と大学生が１冊の本を作る「VIVITA BOOKS mini in NAGAOKA 」を実施し、小
学生９人が参加した。[R3]
・長岡市内の中学校美術部員向けに、本学卒業生が講師となり、iPadのアプリを活用したイラスト講座及び映像編集講座をした。
[R5]

45 (3) ・長岡の中心市街地を拠点に、学生や卒業生が制作した様々な分野の作品を展開する「長岡芸術工事中」を毎年度開催し、これまで
10回実施した。令和５年度で終了するが、卒業生が長岡を拠点に活動を始めるなどしており（アートコレクティブ「模様」）、長岡
芸術工事中の成果が出てきている。
・まちなかキャンパス長岡の運営協議会委員や学生委員に専任教員を派遣し、講座の運営に参画した。[R2～]
・長岡市熱中！感動！夢づくり教育、長岡市米百俵財団が主催する「米百俵未来塾」、KDDI株式会社と連携したオリジナルゲームづ
くり体験など、それぞれの講座に毎年度小学生が30人～50人参加し、芸術文化に興味を持ってもらえる機会を創出した。[R4～]
・大学の教育研究等の成果を発信する場として活用している展示館で教員作品展などを実施した。[R4～]

第４ 地域貢献に関する目標

２　産業振興に関する目標

実施状況

46 ・長岡工業高等専門学校の「アントレプレナーシップ演習」との合同授業を「地域協創演習」にて実施し、異なる分野の学生がデザ
イン思考をもとに混成チームでプロジェクトに取り組み、成果を発表した。[R3～][再掲]
・産学マッチングイベント「Matching HUB Nagaoka」を開催し、産学のマッチングを促進した。それにより共同研究に繋がる可能性
の相談があった。また、「M-BIP Nagaoka」、「長岡未来デザインコンテスト」、「リーン・ローンチパッド・プログラム」に本学
学生が他大学の学生と参加した。[R4～]
・長岡市、産業界等からの講師派遣による「長岡学」を開講した。[R5][再掲]
・デザイン思考に関する研修を、長岡市職員、一般の方及び教育研究機関に向けて、またオファーがあった際は企業の社員向けに実
施した。[R2～]

　　企業、自治体、教育機関、金融機関等と連携し、研究成果や人的資源を生かして事業支援を行うことで、地域の産業振興に貢献する。

中期目標

中期計画

　地域の産業振興に寄与するため、NaDeC構想
に基づき、地域の高等教育機関、企業、自治
体、金融機関等と連携し、新たな価値の創造
に向けたプロジェクトや社会人対象のデザイ
ン教育を実施する。

　市民工房やこどもものづくり大学校等を通
じて、幅広い年齢層の市民などに生涯学習の
機会を提供する。

中期計画

　地域の文化の発展に寄与するため、芸術文
化に関する諸団体等と連携し、各種の文化活
動の発表や市民の交流の場を提供する。

　地域協創センターの事業や学部・大学院に
おける地域連携科目等を通じて、地域の企
業、高等教育機関、自治体、コミュニティな
どと連携し、地域課題の解決や地域の新しい
価値創造を目指した事業や研究活動を行う。

  地域社会と協働し、デザインを通じた地域課題の解決や新たな地域価値の創造を目指す。また、子どもから大人まで生涯にわたる学習機会を提供し、文化活動の振興に貢献する。

中期目標
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実施状況

47 (1) ・ 長岡地域定住自立圏内高校からの志願者及び合格者の増加を図るため、高校に出向き学年別の説明会を開催し、学年に応じた受
験準備を促した。[R2～]

48 (2) ・長岡市内枠の定義を小千谷市、見附市、出雲崎町を加えた定住自立圏に拡大し、入試優先枠を総合型選抜、学校推薦型選抜のほか
一般選抜にも設定し、優先枠定員を従来の２倍の20人に拡大した。その結果、地域枠で20人が合格し、19人が入学した。[R2]
・長岡地域定住自立圏内高校を対象とした大学見学会を独自に企画し、その広報のため対象高校を訪問し参加を呼び掛けた。[R4～]
・NaDeC授業連携ワーキンググループでの検討を踏まえて、本学の令和５年度以降入学者対象カリキュラムの教養科目に「長岡学」
を設置し、単位互換科目として開講することとし、令和５年度順調にスタートできた。
・長岡市内の企業のインターンシップに参加する学生が毎年度５人～15人であり、このフォローに加え、長岡市が市内高等教育機関
と連携して実施する学生起業支援プログラムへの参加を促した。起業している卒業生を招いて講演を実施した。[R2～]
・令和６年度は長岡市内企業及びNAGAOKA WORKER（ナガオカワーカー）と連携したインターンシップを実施する予定である。

49 (3) ・校友会と連携し、校友会ホームページから申請することにより卒業生の求人検索システムを利用できる仕組みとした。複数件の相
談があり、就職に結びつく成果も見られた。[R2～]

　 市内在住の高校生及び市内高校出身者の積極的な受入れを図る。また、卒業後における長岡への定着促進にも資するよう、市内企業及び自治体と連携した学生及び
   卒業生に対するキャリア形成支援に取り組む。

第４ 地域貢献に関する目標

中期目標

　卒業生に対し、校友会と連携しつつ、求人
情報の提供や就職相談等のキャリア支援を行
う。

３　若者の長岡への定着に関する目標

　市内高校生を対象とする大学説明会や個別
相談会の開催等、きめ細やかな広報活動を展
開するとともに、市内在住の高校生及び市内
高校出身者の入試優先枠を拡大し、積極的な
受入れを図る。

　学生の長岡への愛着を育むため、長岡の自
然、歴史・文化、暮らし、産業等の魅力を知
り、体験する取り組みを実施する。また、学
生の長岡市内企業に対する理解を深めるた
め、長岡市と連携しつつ、企業説明会やイン
ターンシップを実施する。

中期計画
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実施状況

(1)

50 ア 民間的発想や第三者的視点を取り入
れ、社会のニーズに的確に対応した、効
率的な大学運営を行うため、理事会、経
営審議会・教育研究審議会に外部有識者
を登用する。

・理事に２人、経営審議会に５人、教育研究審議会に２人の学外有識者を登用し、専門的知見を活用した。[R2～]

51 イ 問題を未然に防止し、適正かつ健全な
大学運営を行うため、業務運営や予算執
行状況について厳格な内部監査及び監事
監査を実施する。

・適正な業務運営と改善のために内部監査及び監事監査を実施した。項目は次のとおり。

　　総務（採用、福利厚生、諸規程の改正等)に関する業務監査と、支出（固定資産、消耗品、備品）[R2]
　　財務（予算、決算、資金計画・資金調達及び運用)に関する業務監査と、支出（職員の昇給、超過勤務手当、特定業務手当、

アルバイト料）[R3]
就職支援に関する業務監査と、支出（報酬謝金、旅費、交際費等）[R4]
入試・広報に関する業務監査と、収入（運営費交付金、授業料等及び入学金検定料収入、受託研究等収入、寄付金収入）[R5]

52 ウ 理事会、経営審議会、教育研究審議会
等の連携を密にするとともに、教授会、
研究科委員会などにより職員間の情報共
有を図り、自律的、弾力的、効率的な大
学運営を行う。

・理事会、経営審議会及び教育研究審議会の審議事項について、教授会及び研究科委員会で報告を行った。また、教授会及び研究科委員会では
各種委員会の報告を行うことで学内連携の強化を図った。[R2～]
・危機管理対策本部を司令塔に職員が緊密に連携して新型コロナ対策にあたり、感染状況に即応した様々な創意工夫を年間を通して実行した。
(危機管理対策本部は計31回開催)[R2]

実施状況

(2)

53 ア 職場内のコミュニケーションや職員の
意欲の向上に配慮しつつ、人事評価制度
の運用、改善を行い、能力や業務実績等
の的確な把握に基づく適正な人事を行
う。

・事務職員は目標管理をベースとした業績評価及び職位に応じた能力評価を実施し、これらの結果も踏まえ、適材適所への人員配置を行った。
[R2～]
・教員は１年間の教育研究業績を作成し、これを公開することで、教員同士の相互理解を深め、コミュニケーションの円滑化を図った。[R2～]

54 イ 財源や人的資源が限られる中で、新た
な課題への対応やワークライフバランス
の確保に向けて、職員の適切な人事配
置、既存の業務の徹底的な見直し（廃
止、統合、効率化等）を進める。

・行政手続きの電子申請、Google等が提供する各種Webシステム、またオンラインでの会議等を活用することで、事務の効率化及び合理化を図
り職員のワークライフバランスの改善を行った。[R2～]
・新型コロナ対策で繁忙を極めた部署に対する課の垣根を越えた人員の機動的投入、在宅勤務の一部導入、執務スペースの徹底した分散配置等
を行った。[R2]
・豊富な知識、経験を持つ再雇用職員の登用などの人事配置を行った。また、教員の採用においては、女性限定の募集を行い、女性教員の増加
を図った。[R5]

実施状況

(3)

中期目標

第５ 業務運営等に関する目標

中期目標

１　業務運営の改善に関する目標

（１） 運営体制の改善
公立大学法人制度の特性を生かした自律的、弾力的、効率的な大学運営を行う。

中期計画

運営体制の改善

１　業務運営の改善に関する目標

（２） 適正な人事の実施
職員の意欲を高めつつ、教育研究活動や業務運営の質的向上等を図るため、評価制度を不断に見直しつつ、適正な人事を行う。

適正な人事の実施

中期計画

中期目標

１　業務運営の改善に関する目標

（３） 事務の効率化及び合理化
事務職員の資質と能力を高めるとともに、事務処理の効率化及び合理化に取り組む。

事務の効率化及び合理化

中期計画
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55 ア 　事務職員の業務分野や職能に応じた能
力開発や研修を積極的に推進する。

・日時に捉われず、随時受講が可能な大学職員の育成に特化したWEB研修講座を導入するとともに、対面の研修会等への参加の機会を増やし、
状況に応じた効果的なスキルアップを図った。[R2～]

56 イ 　事務処理の効率性や合理性を高めるた
め、外部委託を有効に活用する。

・専門性の高い業務に関して社会保険労務士、税理士、デザイナーなどと委託契約を締結して業務に取り組んだ。[R2～]

57 ウ 　財源や人的資源が限られる中で、新た
な課題への対応やワークライフバランス
の確保に向けて、職員の適切な人事配
置、既存の業務の徹底的な見直し（廃
止、統合、効率化等）、カリキュラムの
簡素・合理化を進める。

・「教育研究組織の見直しに関する基本方針」において、令和５年度の造形学部学科再編にあたり、教員の人事配置の見直し、カリキュラムの
簡素・合理化を進めることを決定した。[R2]
　令和５年４月順調にスタートできた。
・コロナ禍における新しい働き方を見据え、業務内容に応じた在宅勤務や事務局の分散化を積極的に行った。在宅勤務においては、IT機器の貸
出など職員の就業環境に留意し、業務の効率化を図った。[R3～]
・文書管理システム及び規程管理システムを導入し、押印の省略や学外での決裁処理、またペーパーレス化を推進するなど事務効率の向上を
図った。[R4～]
・オンラインによる講義や会議の定着、またシステム導入（WEBによる入試出願、年末調整など）によるペーパーレス化と事務効率の向上な
ど、既存業務の見直しによる改善を図った。[R5]

実施状況

(1)

58 ア 　科学研究費補助金等の助成金に関する
情報収集の強化と、教員への情報提供・
共有を一体的に進める。その上で、助成
金等の積極的な申請、受託研究や共同研
究の掘り起こしなど、外部資金獲得のた
めの取り組みを強化する。

・科学研究費補助金等の情報収集や採択率の向上のため、採択実績豊富な他大学が提供する申請書類添削サービスや学内から参加できるオンラ
インセミナーを広く教員へ周知した。[R2～]
・地域協創センターを窓口に企業等と連携を進め、受託研究及び共同研究を実施した。地域課題解決に向けた研究や事業化を支援する大学の
シーズを教員や学生とともに積極的に情報発信したことにより、次年度以降の研究等につなげることができた。[R2～][再掲]
・デザイン思考に関する研修を、長岡市職員、一般の方及び教育研究機関に向けて、またオファーがあった際は企業の社員向けに実施した。
[R2～][再掲]
・産学マッチングイベント「Matching HUB Nagaoka」を開催し、産学のマッチングを促進した。それにより共同研究に繋がる可能性の相談が
あった。また、「M-BIP Nagaoka」、「長岡未来デザインコンテスト」、「リーン・ローンチパッド・プログラム」に本学学生が他大学の学生
と参加した。[R4～][再掲]

59 イ 　本学の特色を生かした有料講座の実施
や、大学施設の有料貸出し等、自己収入
の確保に努める。

・こどもものづくり大学校、市民工房のほか、幅広い年代を対象にしたデザイン講座を実施した。[R2～]
・大学施設の有料貸出しは、令和２年度から令和４年度まで新型コロナ感染拡大防止のため実施しなかったが、令和５年度から再開し、年間４
回貸出しをした。[R5]

60 ウ 　学生納付金は、教育内容や社会情勢等
を反映した適正な水準となるように適宜
見直す。

・人収容定員の充足状況、運営費交付金の交付状況、他の公立大学の動向を総合的に判断し、学生納付金を前年同額とした。[R2～]

(2)

61 ・事務用品（封筒、コピー用紙、プリンタトナー）や灯油は、年間の使用数量に基づいて契約することで、大量発注による単価の引き下げを
行った。また、法人名義のクレジットカード決済で購入先の選択肢を広げることによって経費節減に努めた。[R2～]
・電気量のデマンド管理や下水メーターにより下水道の使用量を把握し、光熱水費の削減を行った。また、こまめな消灯による節電や経済的な
コピー機の利用法について定期的に呼びかけを行い、学生や職員のコスト意識の向上を図った。[R2～]

中期計画

２　財務内容の改善に関する目標

第５ 業務運営等に関する目標

  契約方法や事務処理の見直しを通じて業務
運営の徹底した効率化・合理化を図り、経費
を節減する。また、職員のコスト意識を向上
し、日常的に節電・節水等を徹底する。

２　財務内容の改善に関する目標

（３） 資産の適正な運用管理
　　　所有する資産について、常に正確に状況を把握するとともに、効果的な活用方法を検討し、適正な運用管理を行う。

中期目標

中期目標 （１） 経営の安定化に向けた自己収入の確保
　　　学生納付金による収入については、適切な金額設定により、安定した収入の確保に努める。また、競争的研究資金、受託研究、共同研究、寄付金、受講料等の外部資金の
     獲得に積極的に取り組む。

経営の安定化に向けた自己収入の確保

２　財務内容の改善に関する目標

（２） 予算の効率的な執行
　　　教育研究の水準の維持向上に配慮しながら、業務運営の徹底した効率化と合理化により経費節減に努める。

予算の効率的な執行

中期目標
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(3)

62 ア 　定期的に学内の施設設備を調査点検
し、必要な修繕を行うとともに、中長期
修繕計画に基づき施設設備の維持管理や
更新を計画的に行う。

・中長期修繕計画に基づき次の改修工事などを行い、施設設備の長寿命化を図った。
　　　NIDホールの外壁修繕、直流電源装置の更新[R2]
　　　学生エントランス外壁等改修工事、学内照明LED化工事[R3]
　　　本部棟外壁ほか改修工事(1/2年目)[R4]
　　　本部棟外壁ほか改修工事(2/2年目)[R5]
・大学院棟階段手摺ほか安全対策工事、第３アトリエ棟LED照明改修工事、アトリエ棟エレベーター（１号機）更新工事を行った。[R5]

63 イ 　学校法人から承継した資金について、
低リスク金融商品の利用等による安全確
実な運用を図る。

・学校法人から承継した資金については、短期間の定期預金で流動性を確保しつつ、令和２年度に取得した地方債による安全確実な運用収入を
確保した。[R2～]

実施状況

(1)

64 ・毎年度業務実績に関する自己評価を行うとともに、長岡市公立大学法人評価委員会による評価を受け、結果を公表した。[R2～]
・第１期中期目標期間における業務実績については、改善すべき事項の指摘はなく「中期目標の達成状況は良好である」との評価を受けた。
[R2]
・令和４年度の認証評価機関による評価受審に向け、学内体制を構築した。[R2]
　また、内部質保証への取組及び自己点検に関する基礎データを記載した点検評価ポートフォリオを作成した。[R3]
・大学教育質保証・評価センターによる認証評価では、点検評価ポートフォリオの審査に加えて実地調査（オンライン）を受審し、国の大学評
価基準を満たしていると認定された。[R4]

(2)

65 ア 　本学の教育、研究、地域貢献等の活動
に対する理解の促進と支持の拡大を図る
ため、テレビや新聞などの様々なメディ
アを活用し、積極的かつ効果的に情報を
発信する。また、プロモーションの充実
を図るため、ホームページの改善等、広
報活動の強化をすすめる。

・令和２年度に設置した広報プロジェクトチームにおいて、情報共有ツールSlackを利用して効果的な情報収集を行い、広報戦略を作成した。
当該戦略に基づく年間広報計画の展開と効果測定に努めた。また、学科再編についてキービジュアルの制作、大学ホームページに特設サイト設
置、高校教員、資料請求者、美術系大学志望者等への告知リーフレット送付等による広報活動を実施した。[R3～]
・本学ホームページで教員や学生の活躍、学生作品、特色のある大学施設などを紹介した。学科再編、デザイン学科の新領域であるテクノロ
ジー×デザイン領域、R５カリなども次の媒体で積極的に発信した。[R3～]
　　Webマガジン「NIDFocus」
　　SNSでの情報発信
　　YouTube、Facebook、X（旧Twitter）に加えてInstagram

66 イ 　業務運営の透明性を高めるため、ホー
ムページ等を通じ、教育研究活動や業務
運営活動などに関する情報を積極的に公
開する。

・業務運営の透明性を確保するため、組織、計画・評価、財務、規程、会議録等の法人情報をホームページで公開した。[R2～]

実施状況

(1)

４　その他業務運営に関する目標

（１） 社会的責任を果たすための取り組み
　　　公立大学法人としての社会的責任を果たすため、法令遵守の徹底や環境配慮の実践等に組織的に取り組む。

第５ 業務運営等に関する目標

中期目標

中期計画

資産の適正な運用管理

社会的責任を果たすための取り組み

３　自己点検・評価及び情報公開の推進に関する目標

（１） 自己点検･評価
　　　教育研究及び業務運営の改善に資するため、自己点検・評価の定期的な実施とともに、第三者機関による外部評価を受け、結果を公表する。

中期計画

　自己点検・評価を実施した上で、各年度に
おける長岡市公立大学法人評価委員会による
評価を受けるとともに、令和4年度までに認
証評価機関による評価を受審し、結果を公表
する。また、評価結果を踏まえ、教育研究の
質の向上や業務運営の改善に取り組む。

自己点検･評価

第５ 業務運営等に関する目標

中期目標

中期目標

３　自己点検・評価及び情報公開の推進に関する目標

（２） 情報公開の推進
　　　社会に対する説明責任を果たすとともに、広く大学への理解と支持を得るため、教育研究活動、地域貢献活動及び運営状況について積極的な情報発信に取り組む。

情報公開の推進
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67 ア 適正な業務の執行並びにハラスメント
及び研究不正の防止を目的とする研修会
や啓発活動等を実施し、人権擁護及びコ
ンプライアンスの徹底に取り組む。

・適正な業務の執行のため、各種規程やマニュアル等の改正を行った。公的研究費の不正使用防止に係る啓発活動、ハラスメント防止に関する
研修会を実施し、コンプライアンスの徹底に取り組んだ。また、情報セキュリティに対する意識レベルの向上を図るため、外部講師による研修
及び訓練を実施した。[R2～]
・多様性を認め合う社会に適切に対応するため、LGBTQに関する研修会を実施した。[R3]

68 イ 3R（リデュース、リユース、リサイク
ル）活動を実践するとともに、中長期修
繕計画等に基づく施設設備の更新の機会
などを活用し、省エネに配慮した施設設
備の整備に努める。

・事務用コピー用紙はグリーン購入法総合評価値85以上のもの、また事務用プリンタのトナー、インクカートリッジは使用後の回収と再製品化
が可能なものの購入に努めた。 事務用品等はグリーン購入法適合、エコマーク認定等の商品を指定し、詰め替えが可能なものを優先して購入
した。[R2～]
・環境への配慮もあわせて考慮し実施したものは次のとおり。

図書館及び外構の照明をLEDライトに取替え[R2]
　　校舎共用部、円形講義室等の照明をLEDライトに取替え[R3]
　　校舎共用部、第2アトリエ棟の照明をLEDライトに取替え[R4]
　　第３アトリエ棟の照明をLEDライトに取替え[R5]

(2)

69 ア 新しい学科の創設等、時代の変化を見
据えた教育研究組織の見直しに合わせて
必要な施設設備の整備を行う。

・令和５年度からの造形学部の３学科体制及びR５カリ開始に向け、次の取組を行った。特に新校舎となる第４アトリエ棟は、テクノロジーと
デザインの掛け合わせを誘発する教育研究活動の場として期待され、プロトタイピングルーム、デジタルデザインアトリエ、映像・オーディオ
に係るスタジオ等の整備及び拡充を行った。
　　プロトタイピングルームの機能拡充を図るため、プロトタイピングルーム整備基本計画を作成[R2]

キャンパス検討委員会を中心に既存施設の有効活用にかかる施設及び什器等の見直しを検討[R3～]
第４アトリエ棟等整備基本計画を策定[R3]
第４アトリエ棟等整備基本計画に基づき、基本設計及び実施設計を完了[R4]
第４アトリエ棟建設にかかる施工事業者を決定し、着工[R5]

70 イ 「キャンパスまるごとデザインの教
材」というコンセプトの下、費用対効果
や既存の施設設備の有効活用に留意しつ
つ、時代の性能水準等に即し、教育効果
の高い施設設備の整備を行う。[再掲]

・103講義室のプロジェクターを高輝度､高解像度のレーザープロジェクターに入れ替えた。また、遠隔授業に対応すべく、大学院棟ゼミ室の一
部をビデオや書画カメラ等の機材を備えた遠隔配信室に整備するとともに、円滑な授業運営を行うため遠隔会議システムZoomやGoogle
Classroomを全学的に導入した。[R2][再掲]
・令和５年度からの造形学部の３学科体制及びR５カリ開始をに向け、優れたデザインや機能性を持つ什器等を整備するとともに、「豊かな生
態系を育む 地域に開かれた杜のキャンパス」をコンセプトとし、学生の交流を促進しつつ、新たな価値創造をも目指す新校舎を建設すること
を決定し、第４アトリエ棟等整備基本計画を策定した。[R3][再掲]
・フレキシブルに実施できるデザイン思考のワークショップに適した机・椅子の入替、多目的に使用できる中規模人数を収容する演習室への改
修、操作卓の機能を兼ね備えた教卓の整備などを行った。[R4][再掲]
・自主学習をはじめ多様な利用ニーズに対応するため、図書館空間の再整備を行った。[R2、R5][再掲]
・第４アトリエ棟の建設を進めるとともに、棟内のアトリエや教室に整備する什器や設備の具体的仕様を決定した。[R5][再掲]

71 ウ 工房、アトリエ、スタジオ、コン
ピュータ室、プロトタイピングルーム、
教員・学生・卒業生作品の展示スペース
等の施設設備、パソコンのソフトウェア
などの維持管理・更新・整備を適切に行
う。[再掲]

・授業や制作で使用するアドビクリエイティブクラウド、Zoom、３DCGソフトウェア等を無料で提供するとともに、ライセンスをクラウド認証
に変更することで、学生が大学外でソフトウェアを使用できるようになり、従来に比べ学修効果の向上が見られた。[R2～][再掲]
・建築・環境デザイン学科では一人一人に製図板を貸し出す運用を開始した。[R2][再掲]
・プロトタイピングルームではさらに多様な制作に対応すべくスキャン範囲の広い３Dスキャナを導入するとともに、多学年・学科で構成する
学生スタッフを配置し、学生による自立的な機材や工房の管理・運営の実施及び他学生の制作サポート等を行った結果、利用が拡大した。[R3
～][再掲]
・図書館システムを学内サーバーからクラウドサーバーでの運用に移行したことで、停電やサーバーメンテナンスなどで停止することがなくな
り、利用者の利便性が向上した。[R3～][再掲]
・教室やアトリエ等で対面と遠隔を組み合わせた授業や発表に対応するため、主要教室への大型モニタの配置を進めた。さらに、学生ポータル
サイト「パレット」の機能性・利便性の向上を図るべく教務事務基幹システムを更新した。プロトタイピングルームではより多様な制作に対応
すべくスキャン範囲の広い３Dスキャナを導入した。[R4][再掲]
・学生アンケート、図書館カウンター学生アルバイトの意見を取り入れながら、声を出してディスカッション等ができるスペースの設置等を
行った。　　[R5][再掲]

中期目標

４　その他業務運営に関する目標

（２） 施設設備の整備、活用
教育内容の変化や技術の進展に対応し、費用対効果に留意しつつ、施設設備など教育環境の充実を図る。また、経年による機能低下に対応し、適切な維持管理・更新に
取り組む。[再掲]　また、施設設備の有効活用を図る。

施設設備の整備、活用
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72 エ 既存の施設設備の利用実態を精査し、
廃止や転用も含め、稼働状況の改善に向
けた有効活用に全学で取り組む。

・図書館システムを学内サーバーからクラウドサーバーでの運用に移行したことで、停電やサーバーメンテナンスなどで停止することがなくな
り、利用者の利便性が向上した。また、学内でのサーバー設定や復旧等の必要がなくなり、事務作業の軽減にもつながった。[R3～][再掲]
・既存施設の稼働状況や職員への施設設備に関する要望等の聴取結果を盛り込んだ第４アトリエ棟等整備基本計画を策定した。[R3]
・改修工事及び什器の更新実績は次のとおり。

102、202、203講義室を演習室に更新
　　204演習室の床面を改修
　　301コンピュータ演習室を新学科用の演習室に更新
　　円形講義室、103講義室、104、105、204演習室のプレゼンテーション用機材更新
　　２階建築・環境デザインアトリエの什器の全面入替と軽度改装
　　撮影スタジオAの機材更新
　　プロダクトデザイン工房の軽度改装と什器の入替
　　美術・工芸アトリエの改装
　　第３アトリエ棟1階への共同研究室2室の設置（大学院用、造形学部用各1室） [R4]

　　大講義室、103講義室の制御盤更新
　　201講義室の什器の入替
　　デジタルデザインアトリエのプリンタを高性能A3レーザープリンターに更新するとともに、オンデマンドプリンター

 を新たに導入
　　視覚デザインアトリエBへのデッサン用機材の導入
　　新たな３Dプリンタを、第４アトリエ棟の完成に先行して導入               [R5]

(3)

73 ア 施設設備の利用等に伴う事故を未然に
防止するため、学生・職員に対する安全
講習の実施、設備・機器の定期的な点
検、危険物の適正な取扱い等、不断の安
全管理を徹底する。

・各工房、スタジオ等の利用上の安全管理に関する意識向上と学内ルールの遵守を徹底するために、学生には１年次に全学生を対象とした安全
講習会を実施した。工房を管理する新入職員に対しては、各工房で安全管理講習を行った。[R2～]
・学生ポータルサイトに「工房利用の手引き」を掲載し、学生がいつでも安全管理を確認できるようにした。[R5]

74 イ 大規模災害に備え、災害対策マニュア
ルの実効性をより高めるための改善、長
岡市との連携強化等、危機管理体制を充
実するとともに、学生・職員に対し防災
訓練などを定期的に行う。

・新型コロナ防止対策を踏まえた避難訓練を実施した。また、危機管理対策本部を設置し、大学施設の使用方法、授業の実施形態、学生・職員
の行動マニュアルの作成等を行った。[R2]
・既存の災害対策マニュアルなどを整理し、新たに必要な規程と業務継続計画（BCP）を策定した。[R3]
・業務継続計画（BCP）・災害対策マニュアルの内容について、対策本部及び震災対策４班の初動の動きを確認するロールプレイング形式の訓
練を通じて検証した。あわせて、設備・備蓄品の点検を行い、更新を行った。[R4～]

75 ウ 学内の情報セキュリティ対策の整備
と、情報セキュリティに対する意識啓発
を不断に行う。

・情報セキュリティに対する意識向上を図るためSDを実施した。[R2～]
・アウトソーシングを活用し、サイバーセキュリティー対策等基本計画の策定に向けた検討を進めた。[R3～]
・情報セキュリティーポリシー（情報セキュリティ対策基本方針、情報セキュリティ対策基本規程）を策定した。

また、標的型メール訓練を実施した。[R5]
今後は、CSIRT（シーサート：Computer Security Incident Response Team）の体制を構築し、サイバーインシデントを想定した訓練ができ

るよう進める予定である。

76 エ 学内における衛生管理の向上を図るた
め、学生・職員に対し、健康診断等を定
期的に実施するとともに、学校医・産業
医、カウンセラー、医務室職員を配置
し、きめ細やかな相談対応等の支援を行
う。

・学生・職員に対し定期健康診断を実施し、学校医・産業医から適切な指導を受けた。学生相談では、対面とオンラインを併用したカウンセリ
ングを実施し、コロナ禍において柔軟な対応を行った。また、コロナ禍におけるインフルエンザの同時流行に備え、予防接種の費用支援及び学
内での接種の機会を設けた。[R2～]

安全管理

中期目標

４　その他業務運営に関する目標

（３） 安全管理
学内の安全衛生管理の向上に努めるとともに、様々なリスクを想定して危機管理に取り組む。
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大項目 指標項目 指標の算出方法 項目 R2 R3 R4 R5

目標値 3倍 3倍 3倍 3倍

実績値 5.9倍 5.15 倍 5.38倍 5.78倍

評価委員会評価 100％超 100％超

目標値 4.0以上 4.0以上 4.0以上 4.0以上

実績値 4.41 4.47 4.54 4.53

評価委員会評価 100％超 100％超 100％超

目標値 修士15人、博士3人 修士15人、博士3人 修士15人、博士3人 修士15人、博士3人

実績値 修士17人、博士1人 修士17人、博士1人 修士16人、博士2人 修士9人、博士2人

評価委員会評価 100％超 100％超かつ顕著な成果 100％超かつ顕著な成果

目標値 25件 25件 25件 25件

実績値 29件 42件 43件 49件

評価委員会評価 100％超 100％超かつ顕著な成果 100％超かつ顕著な成果

目標値 10件 10件 10件 10件

実績値 9件 10件 13件 12件

評価委員会評価 80％以上100％以下 80％以上100％以下 100％超

目標値 15件 15件 15件 15件

実績値 22件 17件 18件 21件

評価委員評価 100％超 100％超 100％超

目標値 5件 5件 5件 5件

実績値 13件 12件 10件 11件

評価委員評価 100％超 100％超 100％超

目標値［再掲］ 25件 25件 25件 25件

実績値［再掲］ 29件 42件 43件 49件

評価委員会評価 100％超 100％超かつ顕著な成果 100％超かつ顕著な成果

目標値 延べ500人 延べ500人 延べ500人 延べ500人

実績値 評価対象から外す 評価対象から外す 評価対象から外す 評価対象から外す

評価委員会評価 評価なし 評価なし 評価なし 評価なし

目標値 延べ150人 延べ150人 延べ150人 延べ150人

実績値 延べ17人 延べ33人 延べ171人 延べ175人

評価委員会評価 60％未満 評価なし 100％超

目標値 200件 200件 200件 200件

実績値 213件 160件 396件 300件

評価委員会評価 100％超 80％以上100％以下 100％超かつ顕著な成果

外部研究資金の獲得件数 <件数／年>

  【研究の成果に関する
　 指標の目標値】

地域貢献に関する研究・プロジェクト数
［再掲］

地域貢献に関する研究・プロジェクト数 <件数／年>

大学として実施した研究成果の発表件
数

<件数／年>

外部研究資金の申請件数 <件数／年>

　【教育の成果に関する
　 指標の目標値】

大学院の入学者数 <入学者数／年>

Ⅳ 指標の状況

志願倍率
<志願者/募集定員(一
般)>

学生の授業内容満足度 <5段階評価>

(注)大学院の入学者数　R3については、実施状況に記載の文言のとおり修士12人、博士3人が正しい数値である。

<件数／年>

マスメディアによるパブリシティ回数 <回数／年>

  【地域貢献の成果に関
する指標の目標値】

小中高生を対象とする本学主催の講座
受講者数

<受講者数／年>

市民工房受講者数 <受講者数／年>
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Ⅴ 参考資料 

１ 公立大学法人長岡造形大学第２期中期目標（令和２年度～令和７年度） 

前文 

長岡造形大学は、平成６年の開学以来、新しい時代・社会を担う人材

の養成と、地域社会と協力しながら、地域課題の解決や地域資源の発掘

などに取り組んできた。 

人口減少をはじめとする様々な問題や人工知能に代表される科学技術

の進歩により、社会はあらゆる分野で転換期を迎えようとしている。こ

のようななか、豊かな感性と確かな表現力によって思いを形創る「造形・

表現」としてのデザインとともに、総合的な幅広い視野と深い洞察力で

社会が抱える問題の本質をとらえ、構想と試行検証を経て解決策を提示

する「問題発見・解決プロセス」としてのデザインを探求し、人々の生

活や産業に新たな価値を創り出すことのできる創造的人材の養成が求め

られている。 

そして、「造形を通して真の人間的豊かさを探求し、これを社会に還元

することのできる創造力を備えた人材を養成する」という建学の理念を

体現し、地域はもとより、我が国及び世界の発展に貢献する人材を輩出

していくことは、「米百俵の精神」を大切にする長岡市民の願いである。 

長岡市は、公立大学法人長岡造形大学が、自律的、弾力的、効率的な

大学運営を行い、公立大学の使命である地域貢献活動に力点を置きなが

ら、市民に支持される魅力ある大学として成長していくために、次の点

を基本に中期目標を定める。 

１  地域社会を実践的な学び場としつつ、デザインに関する知識、感性、技

術・技能に加えて、ものごとに対する幅広い視野を養い、「造形・表現」とし

てのデザイン力と、「問題発見・解決プロセス」としてのデザイン力を身に付

け、人間的に豊かな社会の実現に貢献できる人材を養成すること。 

２ 時代や社会の要請に応える実用的かつ実践的な研究を地域社会と協

働で進めるとともに、高度な専門性に基づくデザインの知識と技術の向

上とデザインの役割や対象領域の拡大を幅広く探求すること。 

３ 市民、企業、教育機関、自治体との連携を強化し、それぞれの特長

を生かしながら協働して、デザインを通じ地域課題の解決や新たな地

域価値の創造に貢献すること。さらに、そのプロセスや成果は地域に

とどまらず、広く我が国及び世界に発信し波及させること。 

４ 大学を取り巻く社会情勢の変化に迅速かつ的確に対応できる運営体

制を確立するため、公立大学法人制度の特性を生かし民間的手法を取

り入れながら、健全で効率的な大学運営を行うこと。 

第１ 中期目標の期間及び教育研究上の基本組織 

１ 中期目標の期間 

令和２年４月１日から令和８年３月３１日までとする。 

２ 教育研究上の基本組織 

この中期目標を達成するため、次のとおり教育研究上の基本組織を

置く。 

学部 造形学部 

大学院研究科 造形研究科 

研究機関 地域協創センター 
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第２ 教育に関する目標 

 １ 教育の成果、内容に関する目標 

 （１）学士課程における教育 

社会の要請を的確に認識し、様々な問題に対して創造的な解決

策を提示するために必要な構想力と造形力を備えた人材を養成す

る。 

 

（２）大学院課程における教育 

デザインの対象領域の拡大に対応しつつ、深く理論と応用を学

び、新たな価値を創造するために必要な高度な専門性や深い洞察

力、企画・調整力を備えた人材を養成する。 

    

（３）入学者受入方針 

建学の理念及び教育目標の実現に向けて、目的意識や向学心が

高く、優れた資質を有する人材を積極的に受け入れる。 

 

（４）教育課程 

各専門分野の特性、学士課程と大学院課程の連続性等に留意し

つつ、「造形・表現」としてのデザインと「問題発見・解決プロセ

ス」としてのデザインを体系的に学ぶためのカリキュラムを編成

する。 

 

（５）教育方法 

    学内にとどまらず、実践経験を通じて構想力、造形力を身に付

ける地域社会と密着したデザイン教育や学生の主体的な学修を重

視した教育に力点を置いて取り組む。また、より高い教育成果を

目指して、授業形態、指導方法を不断に見直す。 

 

 

 

（６）成績評価 

教育の質及び公正な評価を確保するため、学位授与基準と成績

評価基準を厳格に運用する。 

 

 ２ 教育の実施体制に関する目標 

（１） 教員の適切な配置と教育力の向上 

質が高く、きめ細やかな教育を実現するため、専門性や企画・

調整力の高い教員を適切に配置する。また、教員の教育力の向

上を図るための組織的な取り組みを推進する。 

 

（２） 教育環境の整備 

教育内容の変化や技術の進展に対応し、費用対効果に留意し

つつ、施設設備など教育環境の充実を図る。また、経年による

機能低下 に対応し、適切な維持管理・更新に取り組む。 

 

（３） 教育活動の評価及び改善 

教育活動について、学生授業評価等を踏まえた内部検証を行

うとともに、外部による客観的な評価を実施し、それらの結果

を教育活動に反映させ改善を図る。 

 

（４） 教育研究組織の見直し 

時代の変化に対応しつつ常にデザインに対する社会の要請や

学修需要に的確に応えていくとの観点から、不断に教育研究組

織の在り方を検証し、その結果を踏まえて適切に見直しを行う。 

 

 ３ 学生への支援に関する目標 

（１） 修学・生活支援  

学内外での学生の活動状況に目配りし、学生が安心して充実
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した生活を送れるよう、心身の健康管理、生活相談などを行う

とともに、学習意欲の維持・向上や困難の解消に向けたきめ細

やかな修学支援を行う。 

 

（２） 就職・進学等支援 

学生が適切に進路選択を行えるよう、低学年次からキャリア

形成教育を実施するとともに、個々の状況に即した情報提供や

助言など充実した就職・進学支援等を行う。 

 

４ 国際化に関する目標 

国際的な視野を持つ人材や海外で活躍することのできる人材の

育成を図るため、国際交流協定締結校との間での交換留学等の相

互交流や、国際的な発表の場への積極的な参加を推進する。また、

広く留学生の受入れを進める。 

 

第３ 研究に関する目標 

１ 研究の内容及び水準に関する目標 

   「造形・表現」及び「問題発見・解決プロセス」の両面において、

デザインの質の向上と可能性の拡大を幅広く探求するとともに、

時代や社会の要請に応える実用的かつ実践的な研究を進める。 

 

２ 研究の成果に関する目標 

    研究成果の有効活用を図るため、蓄積された教員・学生の研究

成果を体系的に整理し、幅広く公開する。 

 

３ 研究の実施体制に関する目標 

研究力の深化を図るため、地域の企業、高等教育機関、自治体、

コミュニティ等との連携を強化し、その研究成果を発信するこ

とにより、様々な研究課題に取り組むための体制や、外部から

の支援・協力を得ることが可能な研究実施体制を構築する。ま

た、学内にとどまらず、まちなかでの実践的な研究が実施でき

るよう、環境を整備する。 
 

４ 教育研究組織の見直しに関する目標 

時代の変化に対応しつつ常にデザインに対する社会の要請や学

修需要に的確に応えていくとの観点から、不断に教育研究組織の在

り方を検証し、その結果を踏まえて適切に見直しを行う。[再掲] 
 

 第４ 地域貢献に関する目標 

１ 地域社会との連携に関する目標 

地域社会と協働し、デザインを通じた地域課題の解決や新た

な地域価値の創造を目指す。また、子どもから大人まで生涯に

わたる学習機会を提供し、文化活動の振興に貢献する。 

 

２  産業振興に関する目標 

企業、自治体、教育機関、金融機関等と連携し、研究成果や

人的資源を生かして事業支援を行うことで、地域の産業振興に

貢献する。 

 

   ３ 若者の長岡への定着に関する目標 

市内在住の高校生及び市内高校出身者の積極的な受入れを図

る。また、卒業後における長岡への定着促進にも資するよう、

市内企業及び自治体と連携した学生及び卒業生に対するキャリ

ア形成支援に取り組む。 

 

第５ 業務運営等に関する目標 

１ 業務運営の改善に関する目標 
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（１）運営体制の改善 
      公立大学法人制度の特性を生かした自律的、弾力的、効率的

な大学運営を行う。 
 

（２）適正な人事の実施 
   職員の意欲を高めつつ、教育研究活動や業務運営の質的向上

等を図るため、評価制度を不断に見直しつつ、適正な人事を行

う。 

 

（３）事務の効率化及び合理化 
     事務職員の資質と能力を高めるとともに、事務処理の効率化及び

合理化に取り組む。 

 

２ 財務内容の改善に関する目標 

（１）経営の安定化に向けた自己収入の確保 

学生納付金による収入については、適切な金額設定により、

安定した収入の確保に努める。また、競争的研究資金、受託研

究、共同研究、寄付金、受講料等の外部資金の獲得に積極的に

取り組む。 

 

（２）予算の効率的な執行 

     教育研究の水準の維持向上に配慮しながら、業務運営の徹底

した効率化と合理化により経費節減に努める。 

 

（３）資産の適正な運用管理 

     所有する資産について、常に正確に状況を把握するとともに、 

効果的な活用方法を検討し、適正な運用管理を行う。 

 

  

３ 自己点検・評価及び情報公開の推進に関する目標 

 （１）自己点検・評価 

教育研究及び業務運営の改善に資するため、自己点検・評価

の定期的な実施とともに、第三者機関による外部評価を受け、

結果を公表する。 

 

 （２）情報公開の推進 

社会に対する説明責任を果たすとともに、広く大学への理解

と支持を得るため、教育研究活動、地域貢献活動及び運営状況

について積極的な情報発信に取り組む。 

 

４ その他業務運営に関する目標 

（１）社会的責任を果たすための取り組み 

      公立大学法人としての社会的責任を果たすため、法令遵守の

徹底や環境配慮の実践等に組織的に取り組む。 

 

（２）施設設備の整備、活用 

      教育内容の変化や技術の進展に対応し、費用対効果に留意し

つつ、施設設備など教育環境の充実を図る。また、経年による

機能低下に対応し、適切な維持管理・更新に取り組む。[再掲] 

また、施設設備の有効活用を図る。 

 

（３）安全管理 

学内の安全衛生管理の向上に努めるとともに、様々なリスク

を想定して危機管理に取り組む。 
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２ 公立大学法人長岡造形大学 中期目標期間の業務実績評価（見込評価）実施要領 

 

１ 趣旨 

この要領は、地方独立行政法人法第 78 条の２の規定及び当該規定に

基づき定められた市規則（公立大学法人長岡造形大学の業務運営並びに

財務及び会計に関する規則）に基づき、長岡市公立大学法人評価委員会

（以下「評価委員会」という｡)が行う公立大学法人長岡造形大学（以下「法人」

という｡)の中期目標期間終了時に見込まれる中期目標期間の業務実績に

関する評価（以下「見込評価」という｡)の実施について必要な事項を定める

ものとする。 

 

２ 評価の目的 

見込評価は、中期目標期間における業績評価の結果を、当該法人にお

ける次期中期目標の検討や、組織・業務の見直しなどに活用することを目

的として行う。 

 

３ 評価の基本方針 

見込評価は、中期目標の達成見込を確認する観点から行い、評価に当

たっては、総合的かつ効率的に行うこととする。 

なお、評価の際は、法人の教育研究の特性や大学運営の自主性・自律

性に配慮すると共に、評価を通じて、法人の中期目標の達成見込を市民に

分かりやすく示すよう努めるものとする。 

 

４ 見込評価の実施時期 

見込評価は、当該中期目標期間の最後の事業年度の前々事業年度終

了後、概ね５月以内に実施するものとする。 

 

５ 見込評価の実施方法 

（1） 評価手法 

見込評価は、その目的を効率的かつ効果的に達成するため、法人が

中期計画に係る業務実績（見込）に基づいて行う自己評価結果を踏まえ、

大項目別に評価のうえ、中期目標の達成見込について総合的な評価（全

体評価）を行う。 

 

（2） 評価項目 

評価項目は、別表１または別表３のとおりとする。 

 

（3） 評価基準 

評価にあたっては、別表２または別表４の取扱いを基本に、取組状況

や外的要因等、それぞれの状況を総合的に勘案して評価するものとする。 

 

（4） 評価の手順 

① 法人による実績見込報告・自己評価 

   法人は、別表１に定める中期計画の大項目ごとに業務実績（見込）を

とりまとめ、別表２に定める評価基準により自己評価を行ったうえ、業務

実績見込報告書を作成し、中期目標期間の最後の事業年度の前々事

業年度終了後３月以内に評価委員会に提出する。 

 

② 評価委員会による検証・評価 

ア 大項目別評価 

評価委員会は、法人から提出された業務実績見込報告書につい

て、法人関係者からのヒアリング等により検証のうえ、別表３に定める

大項目ごとに、別表４に定める評価基準により、評価する。 

なお、評価委員会は、検証、評価を行ううえで必要がある場合、法 

 

人に対して資料の追加提出を求めることができるものとする。 

Ⅴ 参考資料 
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 イ  全体評価 

評価委員会は、大項目別評価の結果を踏まえ、別表４に定める

評価基準により、中期目標の全体的な達成見込を総合的に勘案し

て評価する。 

 

（5） 評価書の作成 

① 評価書原案の作成及び法人からの意見の聴取 

評価委員会は、評価の透明性・正確性を確保するため、(4)に定め

る手順によって評価した結果をとりまとめ、評価書原案を作成し、法

人に提示する。      

法人は、評価書原案に対する意見を書面により評価委員会に申し

出るものとする。 

 

② 評価書の確定 

     評価委員会は、評価書原案に対する法人からの意見を踏まえ、

必要に応じて法人関係者の説明を受けた後、当該意見の適否を審

議し、当該案に修正を加える等により評価書を確定する。 

 

６ 評価結果の取扱い等 

(1) 評価結果の通知及び公表等 

評価委員会は、評価書を作成したときは、遅滞なく当該評価書を法人

及び長岡市長に送付するとともに長岡市ホームページ等で公表する。 

 

(2) 評価結果の活用・反映 

評価結果は、法人における次期中期目標の検討や、法人業務を継続さ 

せる必要性、組織・業務の見直しの検討などに活用し、反映させていくもの

とする。 

また、法人は、評価結果を自らの業務運営等の見直し又は改善に活用・ 

 

反映させていくものとする。 

 

７ 評価方法の継続的な見直し 

この要領については、見込評価の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見

直すものとする。 

 

８ その他 

この要領に定めるもののほか、評価の実施に必要な事項は、評価委員会

が別に定める。 

 

附 則 

この要領は、平成 30 年４月１日から施行する。 

この要領は、令和６年６月６日から施行する。
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別表１：見込評価における自己評価項目 

評価項目 

中期計画における４つの大項目 

 第１ 教育に関する目標を達成するための措置 

 第２ 研究に関する目標を達成するための措置 

 第３ 地域貢献に関する目標を達成するための措置 

 第４ 業務運営等に関する目標を達成するための措置 

 

 

別表２：見込評価における自己評価基準 

評定 基 準 

Ｓ 中期計画の実現に向けて優れて良好に進んでいる 

Ａ 中期計画の実現に向けて良好に進んでいる 

Ｂ 中期計画の実現に向けて概ね良好に進んでいる 

Ｃ 中期計画の実現のためにはやや遅れている 

Ｄ 中期計画の実現のためには遅れている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表３：見込評価における評価項目 

評価区分 評価項目 

大項目別評価 中期目標における４つの大項目 

 第１ 教育に関する目標 

 第２ 研究に関する目標 

 第３ 地域貢献に関する目標 

 第４ 業務運営等に関する目標 

全体評価 中期目標全体の達成見込 

 

別表４：見込評価における評価基準 

評価区分 評定 評語 判断の目安 

大項目別 

評    価 

Ｓ 中期目標の達成に向けて優れて良好に進んでいる 業 務 実 績 見 込

及びこれまでに

評価を行った中

期 計 画 の 進 捗

状況を総合的に

勘案し、評価 

Ａ 中期目標の達成に向けて良好に進んでいる 

Ｂ 中期目標の達成に向けて概ね良好に進んでいる 

Ｃ 中期目標の達成のためにはやや遅れている 

Ｄ 中期目標の達成のためには遅れている 

全体評価 中期目標の達成に向けて優れて良好に進んでいる 大項目別評価を

総 合 的 に 勘 案

し、評価 

中期目標の達成に向けて良好に進んでいる 

中期目標の達成に向けて概ね良好に進んでいる 

中期目標の達成のためにはやや遅れている 

中期目標の達成のためには遅れている 
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